
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１】 

 

障害保健福祉関係主管課長会議 

（平成 31年３月７日開催） 

資料から抜粋 



３ 障害者自立支援給付支払等システム事業（自治体分）の実施について

平成３１年度に予定されている消費税改定に伴う報酬改定への対応等に伴い、

都道府県及び市町村の障害者自立支援給付支払等システムの改修に必要な経費

については、自治体において平成３１年度に執行できるよう措置する予定である。

（国の財源は平成３０年度補正予算）

平成３１年度の対象事業としては、以下の事業を予定している。

①消費税改定に伴う報酬改定への対応

②処遇改善への対応

③障害児の通所サービスの無償化への対応

④処遇改善への対応（都道府県分）

また、就学前の障害児の発達支援の無償化に係るシステム改修については、

１０／１０補助を前提として、小規模な自治体にも配慮しつつ、予算額の範囲内

で補助することを予定している。

なお、交付要綱等については、５月中旬頃にお示しする予定である。
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４ 障害福祉サービス等に係る給付費の審査支払事務の見直しについて 

 

（１） 給付費の審査支払事務の見直し 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児

童福祉法の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 65 号）については、平

成 30 年４月から本格施行となった。給付費の審査支払事務については、よ

り効果的・効率的な審査の実施に向け、段階的に対応を進めている。 

（別添１） 

なお、改正法成立後、国民健康保険中央会に設置された｢障害者総合支援

法等審査事務研究会｣において、給付費の審査支払事務の効果的･効率的な

実施に向け議論を行っており、平成 30 年度の障害者総合支援法等審査事務

研究会報告書がとりまとめられている。報告書については、下記の URL に

掲載される予定であるので、各自治体におかれては、障害福祉サービス等

に係る給付費の審査支払事務の実施に当たり、参考とされたい。 

 

URL https://www.kokuho.or.jp/supporter/disability/news.html 

 

（２） 国民健康保険団体連合会における一次審査の拡充・強化 

国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）の一次審査におい

て「警告」とされていた項目のうち、請求情報が報酬算定ルールに則して

いないもの等について、平成 30 年 10 月サービス提供分（平成 30 年 11 月

審査分）より、「エラー（返戻）」とする対応（「警告」から「エラー（返戻）」

への移行）を行った（第一段階）。 

平成 31 年度においては、事業所台帳や受給者台帳等と明らかに不整合で

あるもの等について、「警告」から「エラー（返戻）」への移行を進める予

定である（第二段階）。 

また、国保連における一次審査をより効果的に実施するため、「サービス

提供実績記録票の提出状況に応じたチェック要件の細分化」を行う等、審

査内容の拡充等を行う。 

市町村等においては、引き続き国保連から提供される一次審査結果資料

を基に、一次審査で「警告（重度）」及び「警告」となった項目について支

払とするか「返戻」とするか、適正な二次審査をお願いする。 

 

（３） 障害福祉サービス事業所等の給付費請求時における点検機能強化等 

国民健康保険中央会が提供する簡易入力システム（※１）において、平

成 30 年度制度改正・報酬改定に伴う点検項目を追加する等、障害福祉サー

ビス事業所等が給付費請求を行う際の点検機能強化を行う。 

また、電子請求受付システム（※２）において、各種マニュアル・「請求

事務ハンドブック」の見直しや、報酬告示、留意事項通知、報酬算定構造

等の情報の集約掲載が行われる予定である。掲載時期等については追って
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連絡することとする。 

 

※１ 簡易入力システム・・・事業所等の届出や受給者の支給決定等の情報を

登録し、請求情報を作成し、電子請求受付システムに送信を行うための

システム。 

※２ 電子請求受付システム・・・事業所等がインターネットを経由して送信

したい請求情報を受け付け、支払決定額通知書等を通知するシステム。 

 

（４） 審査支払事務の円滑な実施 

障害福祉サービス等に係る給付費の一次審査は、事業所等が提出する請

求情報と、自治体が提出する台帳情報を突合することにより行われている

が、一次審査が適切に実施されるようにするため、都道府県等は事業所台

帳を、市町村等は受給者台帳を毎月１日から 10 日の間に確実に整備する必

要がある。平成 31 年度には台帳情報と明らかに不整合があるもの等につい

て「エラー（返戻）」への移行（第二段階）となること等も踏まえ、効果的・

効率的な審査支払事務を実施するため、引き続き期限内での確実な台帳整

備をお願いする。 

また、審査支払事務の見直しにより、「警告」から「エラー」への移行、

審査内容の拡充、障害福祉サービス事業所等の給付費請求時における点検

機能強化等が行われるため、都道府県等は、国保連と協力の上、請求処理

が円滑に行われるよう、障害福祉サービス事業所等に対して周知すること。 
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効
果
的
・
効
率
的
な
審
査
支
払
事
務
の
実
施
に
向
け
た
対
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
効
果
的
・
効
率
的
な
審
査
支
払
事
務
の
実
施
に
向
け
た
対
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
以
下
の
と
お
り
。

No
対
応
内
容

実
施
時
期
（
予
定
）

２
０
１
７
年
度

２
０
１
８
年
度

２
０
１
９
年
度

２
０
２
０
年
度

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

上
期

下
期

1
請
求
時
の

機
能
強
化

請
求
時
の
点
検
機
能
強
化

2
事
業
所
台
帳
情
報
参
照
機
能
の
追
加

3
一
次
審
査
等

の
実
施

仮
審
査
の
活
用

4
審
査
機
能
の
強
化
（
一
部
制
度
の
取
扱
い
を
受
け
た

対
応
を
含
む
）

5
警
告
か
ら
エ
ラ
ー
へ
の
移
行

6
審
査
内
容
の
拡
充

7
査
定
の
導
入

8
一
次
審
査

結
果
資
料
等

の
作
成

一
次
審
査
結
果
資
料
の
作
成

9
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
（
審
査
事
務
及
び
台

帳
整
備
）

1
0
台
帳
情
報
等

整
備
の
改
善

台
帳
情
報
等
整
備
期
間
の
前
倒
し

1
1

台
帳
情
報
等
参
照
機
能
の
追
加

1
2
自
治
体
職
員
・
国
保
連
合
会
職
員
へ
の
研
修

1
3
事
業
者
へ
の
研
修

検
討

検
討

検
討

検
討

検
討

検
討 検
討

仮
審
査
の
推
奨
／
実
施
の
フ
ォ
ロ
ー 実
施
時
期
に
つ
い
て
は

課
題
の
検
討
状
況
を
踏
ま
え
て
検
討

（
暫
定
版
）（
初
版
）

運
用
の
見
直
し
及
び
周
知

研
修
テ
キ
ス
ト
の
整
備

研
修
の
実
施

検
討

課
題
の
検
討

：
国
保
連
シ
ス
テ
ム
リ
リ
ー
ス

：
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
リ
リ
ー
ス
※
複
数
存
在
す
る
場
合
、
段
階
的
な
リ
リ
ー
ス
を
指
す

：
国
保
連
の
テ
ス
ト
環
境
へ
の
リ
リ
ー
ス

（
改
版
）

研
修
内
容
の
検
討

研
修
の
実
施

検
討

検
討

検
討

検
討

検
討

検
討

順
次
、
対
応
を
実
施

順
次
、
対
応
を
実
施

順
次
、
対
応
を
実
施

順
次
、
対
応
を
実
施

検
討

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
･配
布

検
討

検
討

検
討

検
討

順
次
、
対
応
を
実
施

今
後
検
討

別
添
１

- 
2
7
 -



２ 就学前の障害児の発達支援の無償化について 

 

（１）概要 

  「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月８日閣議決定）において

は、「３歳から５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園

の費用を無償化する」とともに、「就学前の障害児の発達支援（いわゆる障

害児通園施設）についても、併せて無償化を進めていく」こととされており、

2019 年 10 月からの実施に向けて検討を進めてきたところである。【関連資

料１】 

就学前の障害児の発達支援の無償化の概要については以下のとおりであ

ることから、10 月から円滑に実施されるよう必要な予算計上等の対応をお願

いするとともに、各都道府県においては、改めて管内の市町村等に対して周

知徹底を図られたい。【関連資料２】 

 

 ①対象期間 

  満３歳になった後の最初の４月から小学校入学までの３年間 

 

 ②対象施設 

  ・児童発達支援事業所 

・医療型児童発達支援事業所 

・居宅訪問型児童発達支援事業所 

・保育所等訪問支援事業所 

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設 

※ 幼稚園、保育所又は認定こども園と上記対象施設における発達支援

を併用する場合は、ともに無償化の対象となる。 

※ 障害児入所支援を行う指定発達支援医療機関についても無償化の対

象となる。 

※ 基準該当児童発達支援事業所及び共生型の特例により指定を受けた

児童発達支援事業所も無償化の対象となる。 

※ 措置による場合も無償化の対象となる。 

 

 ③財政措置 

現行の障害児通所給付費、障害児入所給付費等と同様に、一般財源により

対応することとなる。 

また、「障害児入所給付費等国庫負担金」の算定に当たっては、障害児の

発達支援の無償化に要する費用についても所要額に含めて交付申請を行う

こととなる（国と地方の負担割合は、これまでと同様、障害児通所給付費：

国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4、障害児入所給付費：国 1/2、都道府県

1/2）。 
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さらに、初年度に要する周知費用（１億円）及びシステムの改修経費（22

億円）については、別途国庫補助を予定している。 

 

 

（２）具体的な事務 

就学前の障害児の発達支援の無償化後の、各自治体及び各事業者等の主な

事務は以下のとおり。【関連資料３】 

 

 ①自治体の事務 

  ・ リーフレットの配布、ポスターの配布及び掲示等並びに事業者等に対

する説明等、制度の周知を行う。 

  ・ 無償化の対象となる障害児に係る受給者証の更新時において、新たな

受給者証に、無償化の開始時期及び終了時期を記載する。 

 

 ②事業者等の事務 

  ・ リーフレットの配布、ポスターの掲示及び保護者に対する説明等、制

度の周知を行う。 

  ・ 受給者証に記載されている生年月日を確認する等して、無償化の対象

となる児童を把握する。 
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○
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
平
成
2
9年
1
2月
８
日
）
（
抄
）

障
害
児
の
発
達
支
援
に
係
る
閣
議
決
定
事
項
等

１
．
幼
児
教
育
の
無
償
化

（
具
体
的
内
容
）

子
育
て
世
帯
を
応
援
し
、
社
会
保
障
を
全
世
代
型
へ
抜
本
的
に
変
え
る
た
め
、
幼
児
教
育
の
無
償
化
を
一
気
に
加
速
す
る
。
広
く
国
民
が
利
用
し
て
い
る
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
全
て
の
子
供
達
の

幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
の
費
用
を
無
償
化
す
る
。
な
お
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
同
制
度
に
お
け
る
利
用
者
負

担
額
を
上
限
と
し
て
無
償
化
す
る
。
（
略
）

（
実
施
時
期
）

こ
う
し
た
幼
児
教
育
の
無
償
化
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
の
時
期
と
の
関
係
で
増
収
額
に
合
わ
せ
て
、

20
19
年
４
月
か
ら
一
部
を
ス
タ
ー
ト
し
、

20
20
年
４
月
か
ら
全
面
的
に
実
施
す
る
。

ま
た
、
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援
（
い
わ
ゆ
る
障
害
児
通
園
施
設
）
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
無
償
化
を
進
め
て
い
く
。
（
略
）

○
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
01
8（
平
成
3
0年
６
月
1
5日
）
（
抄
）

１
．
人
づ
く
り
革
命
の
実
現
と
拡
大

（
１
）
人
材
へ
の
投
資

①
幼
児
教
育
の
無
償
化

（
略
）

こ
の
ほ
か
、
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援
（
い
わ
ゆ
る
「
障
害
児
通
園
施
設
」
）
に
つ
い
て
は
、
幼
児
教
育
の
無
償
化
と
併
せ
て
無
償
化
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
幼
稚
園
、
保
育
所
及

び
認
定
こ
ど
も
園
と
障
害
児
通
園
施
設
の
両
方
を
利
用
す
る
場
合
は
、
両
方
と
も
無
償
化
の
対
象
と
す
る
。
（
略
）

（
実
施
時
期
）

無
償
化
措
置
の
対
象
を
認
可
外
保
育
施
設
に
も
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
や
認
可
外
保
育
施
設
の
利
用
者
に
対
す
る
保
育
の
必
要
性
の
認
定
に
関

す
る
事
務
な
ど
が
新
た
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
無
償
化
措
置
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、

20
19

 年
４
月
と

20
20

 年
４
月
の
段
階
的
な
実
施
で
は
な
く
、
認
可
、
認
可
外
を
問
わ
ず
、
３

歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
全
て
の
子
供
及
び
０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供
に
つ
い
て
、

20
19

 年
10

 月
か
ら
の
全
面
的
な
無
償
化
措
置
の
実
施
を
目
指
す
。

○
幼
児
教
育
・
高
等
教
育
無
償
化
の
制
度
の
具
体
化
に
向
け
た
方
針
（
平
成
30
年
12
月
28
日
）
（
抄
）

４
．
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援

○
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
無
償
化
を
進
め
る
。
具
体
的
に
は
、
満
３
歳
に
な
っ
た
後
の
最
初
の
４
月
か
ら
小
学
校
入
学
ま
で
の
３
年
間
を
対
象
に
、
児
童
発
達
支
援
、

医
療
型
児
童
発
達
支
援
、
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
及
び
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
事
業
並
び
に
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
及
び
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
の
利
用
料
を
無
償
化
す
る
。

ま
た
、
幼
稚
園
、
保
育
所
又
は
認
定
こ
ど
も
園
と
こ
れ
ら
の
発
達
支
援
の
両
方
を
利
用
す
る
場
合
は
、
と
も
に
無
償
化
の
対
象
と
す
る
。

19
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援
の
無
償
化
に
係
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
障
害
児
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
と
同
様
、
一
般
財
源
と
す
る
。
ま
た
、
初
年
度
に
要
す
る
周
知
費
用
や
シ
ス
テ
ム
改
修
費
に
つ
い
て
全
額
国
費

で
負
担
す
る
。

20
障
害
児
入
所
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
障
害
児
に
対
し
、
日
常
生
活
の
指
導
や
知
識
技
能
の
付
与
な
ど
、
通
所
型
の
児
童
発
達
支
援
と
同
様
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
対
象
に
含
め
る
。

ま
た
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
及
び
共
生
型
の
特
例
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
児
童
発
達
支
援
事
業
所
も
対
象
と
す
る
。

21
認
可
外
保
育
施
設
等
と
併
用
し
た
場
合
も
同
様
（
認
可
外
保
育
施
設
等
に
つ
い
て
は
上
限
額
あ
り
）
。

19

20

21

関連資料1
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事 務 連 絡 

平成 30 年 12 月 28 日 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  障害児支援担当 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企 画 課 

障害福祉課 

 

 

就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について 

 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し

上げます。 

幼児教育の無償化については、「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月

８日閣議決定）において、「３歳から５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育

所、認定こども園の費用を無償化する」とともに、「就学前の障害児の発達支援

（いわゆる障害児通園施設）についても、併せて無償化を進めていく」こととな

っており、2019 年 10 年からの実施に向けて検討を進めてきたところ、本日、幼

児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合が開催され、別添

のとおり合意されました。 

就学前の障害児の発達支援の無償化については、下記のとおりとなりますの

で、都道府県、市区町村におかれましては、必要な予算計上等の御対応をお願い

するとともに、都道府県におかれては、本事務連絡の趣旨について、管内の市区

町村（特別区を含む。）に御連絡いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．対象期間 

  満３歳になった後の最初の４月から小学校入学までの３年間 

 

２．対象施設 

 ・児童発達支援事業所 

・医療型児童発達支援事業所 

・居宅訪問型児童発達支援事業所 
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・保育所等訪問支援事業所 

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設 

※幼稚園、保育所又は認定こども園と上記の発達支援を利用する場合は、とも

に無償化となります。 

※障害児入所支援を行う指定発達支援医療機関についても対象となります。 

※基準該当児童発達支援事業所及び共生型の特例により指定を受けた児童発

達支援事業所も対象となります。 

※措置による場合も無償化の対象となります。 

 

３．財政措置 

就学前の障害児の発達支援の無償化については、現行の障害児通所給付費、

障害児入所給付費等と同様に、消費税財源ではなく一般財源により対応する

こととなります。 

  また、「障害児入所給付費等国庫負担金」の算定に当たっては、障害児の発

達支援の無償化に要する費用についても所要額に含めて交付申請を行ってい

ただくこととなりますので御留意ください（国と地方の負担割合は、これまで

と同様、障害児通所給付費：国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4、障害児入所

給付費：国 1/2、都道府県 1/2）。 

さらに、無償化の実施に当たって初年度に要する周知費用及びシステムの

改修経費については、別途、国庫補助を予定しており、今後、詳細が決まり次

第、速やかに御連絡します。 

 

参考：「障害児の発達支援の無償化の対象となるサービスについて（案）」 

「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合 

（平成 30 年 12 月 28 日）会議資料」 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       （照会先） 

    厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課障害児・発達障害者支援室障害児支援係 

Tel：03-5253-1111（内線 3037）                 
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就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援
の
無
償
化
に
お
け
る

事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て

（
１
）

障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
（
契
約
）

（
２
）
障
害
児
入
所
施
設
（
契
約
）

（
３
）
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
（
や
む
を
得
な
い
措
置
）

（
４
）
障
害
児
入
所
施
設
（
措
置
）

（
注
）
本
資
料
は
今
後
、
政
省
令
等
で
具
体
的
に
示
す
予
定
の
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、
適
宜
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に

留
意
し
て
下
さ
い
。

関連資料3

- 
7
1
 -



②
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
申
請

保 護 者

市 区 町 村

事 業 者 （ 通 所 ）
⑨
報
酬
請
求
（
※
３
）

①
周
知
・
広
報

⑪
利
用
料
の
請
求
（
毎
月
）

所
得
認
定

の
事
務

（
１
）
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
（
契
約
）
の
事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て
（
案
）

検
討
中
資
料

（
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
請
求
）

⑦
無
償
化

対
象
児
童

か
ど
う
か

の
確
認

（
受
給
者
証

に
よ
り
確
認
）

(※
２
)

⑥
受
給
者
証
の
提
示
（
従
来
ど
お
り
の
方
法
）

⑩
給
付
費
支
払
（
無
償
化
所
要
額
を
含
む
）

⑤
利
用
契
約

④
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
決
定

③
受
給
者
証

に
無
償
化

対
象
期
間

を
記
載

（
※
１
）

⑧
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

- 
7
2
 -



【
基
本
的
な
考
え
方
】

○
現
行
の
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
事
務
フ
ロ
ー
を
想
定
。

（
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
保
連
）
に
審
査
支
払
事
務
を
委
託
し
て
い
る
市
区
町
村
が
多
い
。
）

○
既
に
支
給
決
定
を
受
け
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
無
償
化
に
よ
る
新
た
な
手
続
は
不
要
。

【
主
な
事
務
の
流
れ
（
国
保
連
委
託
の
例
）
】

○
利
用
開
始
前
々
月

事
業
者
：
自
治
体
か
ら
提
供
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
、
保
護
者
に
対
し
無
償
化
に
つ
い
て
周
知
を
実
施

～
前
月
頃
迄

保
護
者
：
市
区
町
村
に
対
し
、
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
申
請

○
利
用
開
始
前
月
頃
迄

市
区
町
村
：
保
護
者
に
対
し
、
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
決
定
・
受
給
者
証
に
無
償
化
対
象
期
間
を
記
載
（
※
１
）

（
※
１
）
2
0
1
9
年
1
0
月
時
点
に
お
い
て
既
に
支
給
決
定
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
受
給
者
証
更
新
の
際
に
順
次
記
載
す
る
。

保
護
者
：
事
業
者
と
利
用
契
約
締
結

○
毎
月

事
業
者
：
障
害
児
へ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
・
無
償
化
対
象
児
童
か
ど
う
か
の
確
認
（
受
給
者
証
に
よ
り
確
認
）
(※
２
)

（
※
２
）
2
0
1
9
年
1
0
月
～
2
0
2
0
年
9
月
ま
で
の
約
１
年
間
は
、
生
年
月
日
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
を
想
定
。

○
2
0
1
9
年
1
0
月
～
2
0
2
0
年
３
月
ま
で
･･
･生
年
月
日
が
、
2
0
1
3
年
４
月
２
日
か
ら
2
0
1
6
年
４
月
１
日
ま
で
の
児
童
が
無
償
化
の
対
象

○
2
0
2
0
年
４
月
～
2
0
2
0
年
９
月
ま
で
･･
･生
年
月
日
が
、
2
0
1
4
年
４
月
2
日
か
ら
2
0
1
7
年
４
月
１
日
ま
で
の
児
童
が
無
償
化
の
対
象

以
降
は
、
受
給
者
証
に
無
償
化
対
象
期
間
が
明
記
さ
れ
る
。

○
毎
翌
月
初
旬
頃

事
業
者
：
保
護
者
へ
の
利
用
料
の
請
求

○
毎
翌
月
1
0
日
～

事
業
者
：
国
保
連
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
に
係
る
請
求
書
等
を
提
出
（
国
保
連
・
市
区
町
村
に
よ
る
審
査
あ
り
）

翌
々
月
2
0
日
頃
迄

国
保
連
：
市
区
町
村
へ
障
害
児
通
所
給
付
費
を
請
求

市
区
町
村
：
国
保
連
を
通
じ
て
、
事
業
者
へ
障
害
児
通
所
給
付
費
を
支
払

（
詳
細
説
明
）

→
現
物
給
付
の
た
め
、
保
護
者
へ
の
利
用
料
の
請
求
手
続
は
不
要

※
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
請
求

（
※
３
）
無
償
化
対
象
児
童
の
場
合
、
無
償
化
所
要
額
も
含
め
て
請
求
を
行
う
。

- 
7
3
 -



①
周
知
・
広
報

⑤
利
用
契
約

⑧
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

②
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
申
請

保 護 者

都 道 府 県

事 業 者 （ 入 所 ）
⑨
報
酬
請
求
（
※
３
）

⑪
利
用
料
の
請
求
（
毎
月
）

所
得
認
定

の
事
務

検
討
中
資
料

（
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
請
求
）

⑦
無
償
化

対
象
児
童

か
ど
う
か

の
確
認

（
受
給
者
証

に
よ
り
確
認
）

(※
２
)

⑥
受
給
者
証
の
提
示
（
従
来
ど
お
り
の
方
法
）

⑩
給
付
費
支
払
（
無
償
化
所
要
額
を
含
む
）

④
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
決
定

③
受
給
者
証

に
無
償
化

対
象
期
間

を
記
載

（
※
１
）

（
２
）
障
害
児
通
入
所
支
援
事
業
所
（
契
約
）
の
事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て
（
案
）

- 
7
4
 -



【
基
本
的
な
考
え
方
】

○
現
行
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
事
務
フ
ロ
ー
を
想
定
。

（
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
保
連
）
に
審
査
支
払
事
務
を
委
託
し
て
い
る
都
道
府
県
が
多
い
。
）

○
既
に
支
給
決
定
を
受
け
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
無
償
化
に
よ
る
新
た
な
手
続
は
不
要
。

【
主
な
事
務
の
流
れ
（
国
保
連
委
託
の
例
）
】

○
利
用
開
始
前
々
月

事
業
者
：
自
治
体
か
ら
提
供
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
、
保
護
者
に
対
し
無
償
化
に
つ
い
て
周
知
を
実
施

～
前
月
頃
迄

保
護
者
：
都
道
府
県
に
対
し
、
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
申
請

○
利
用
開
始
前
月
頃
迄

都
道
府
県
：
障
害
児
の
保
護
者
に
対
し
、
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
決
定
・
受
給
者
証
に
無
償
化
対
象
期
間
を
記
載
（
※
１
）

（
※
１
）
2
0
1
9
年
1
0
月
時
点
に
お
い
て
既
に
支
給
決
定
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
受
給
者
証
更
新
等
の
際
に
順
次
記
載
す
る
。

保
護
者
：
事
業
者
と
利
用
契
約
締
結

○
毎
月

事
業
者
：
障
害
児
へ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
・
無
償
化
対
象
児
童
か
ど
う
か
の
確
認
（
受
給
者
証
に
よ
り
確
認
）
(※
２
)

（
※
２
）
2
0
1
9
年
1
0
月
～
2
0
2
0
年
9
月
ま
で
の
約
１
年
間
は
、
生
年
月
日
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
を
想
定
。

○
2
0
1
9
年
1
0
月
～
2
0
2
0
年
３
月
ま
で
･･
･生
年
月
日
が
、
2
0
1
3
年
４
月
２
日
か
ら
2
0
1
6
年
４
月
１
日
ま
で
の
児
童
が
無
償
化
の
対
象

○
2
0
2
0
年
４
月
～
2
0
2
0
年
９
月
ま
で
･･
･生
年
月
日
が
、
2
0
1
4
年
４
月
2
日
か
ら
2
0
1
7
年
４
月
１
日
ま
で
の
児
童
が
無
償
化
の
対
象

以
降
は
、
受
給
者
証
に
無
償
化
対
象
期
間
が
明
記
さ
れ
る
。

○
毎
翌
月
初
旬
頃

事
業
者
：
保
護
者
へ
の
利
用
料
の
請
求

○
毎
翌
月
1
0
日
～

事
業
者
：
国
保
連
に
障
害
児
入
所
給
付
費
等
に
係
る
請
求
書
等
を
提
出
（
国
保
連
・
都
道
府
県
に
よ
る
審
査
あ
り
）

翌
々
月
2
0
日
頃
迄

国
保
連
：
都
道
府
県
へ
障
害
児
入
所
給
付
費
を
請
求

都
道
府
県
：
国
保
連
を
通
じ
て
、
事
業
者
へ
障
害
児
入
所
給
付
費
を
支
払
【
※
】

【
そ
の
他
（
備
考
）
】

【
※
】
国
保
連
へ
事
務
を
委
託
し
て
い
な
い
一
部
の
県
立
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
限
り
で
は
な
い
。

（
詳
細
説
明
）

→
現
物
給
付
の
た
め
、
保
護
者
へ
の
利
用
料
の
請
求
手
続
は
不
要

※
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
請
求

（
※
３
）
無
償
化
対
象
児
童
の
場
合
、
無
償
化
所
要
額
も
含
め
て
請
求
を
行
う
。

- 
7
5
 -



保 護 者

市 区 町 村

⑥
徴
収
金
の
徴
収
（
毎
月
）

⑦
徴
収
金
の
支
払
（
毎
月
）

⑤
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る

措
置
費
の
支
払
（
毎
月
）

所
得
認
定
の
事
務

※
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
徴
収

児 童 相 談 所 長 な ど

①
措
置
の
必
要
の
あ
る
児
童
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

②
措
置
の
必
要
性
の
判
断

④
措
置
委
託

※
現
行
の
措
置
決
定
に
加
え
て

無
償
化
の
対
象
確
認
も
実
施

事 業 者 （ 通 所 ）

③
措
置
決
定

検
討
中
資
料

（
３
）
障
害
児
通
所
支
援
事
業
（
や
む
を
得
な
い
措
置
）
の
事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て
（
案
）

- 
7
6
 -



【
基
本
的
な
考
え
方
】

○
現
行
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
事
務
フ
ロ
ー
を
想
定
。

【
主
な
事
務
の
流
れ
】

○
利
用
開
始
前
月
頃
迄

市
区
町
村
か
ら
障
害
児
に
対
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置
の
決
定

事
業
者
と
市
区
町
村
に
よ
る
措
置
契
約
締
結

○
毎
月

事
業
者
が
障
害
児
へ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

○
翌
月
以
降

市
区
町
村
か
ら
徴
収
金
の
徴
収

○
翌
月
以
降

事
業
者
が
市
区
町
村
に
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置
費
に
係
る
請
求
書
等
を
提
出

市
区
町
村
は
事
業
者
へ
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置
費
を
支
払
【
※
】

【
そ
の
他
（
備
考
）
】

○
【
※
】
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
ご
と
に
異
な
る
。

（
詳
細
説
明
）

→
徴
収
金
相
当
分
（
無
償
化
分
）
も
併
せ
て
請
求

→
現
物
給
付
化
の
た
め
、
保
護
者
へ
の
利
用
料
の
徴
収
手
続
き
は
不
要

※
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
徴
収
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保 護 者

都 道 府 県

⑥
徴
収
金
の
徴
収
（
毎
月
）

⑦
徴
収
金
の
支
払
（
毎
月
）

⑤
障
害
児
入
所
措
置
費
の
支
払

（
毎
月
）

所
得
認
定
の
事
務

※
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
徴
収

児 童 相 談 所 長 な ど

①
措
置
の
必
要
の
あ
る
児
童
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

②
措
置
の
必
要
性
の
判
断

④
措
置
委
託

※
現
行
の
措
置
決
定
に
加
え
て

無
償
化
の
対
象
確
認
も
実
施

事 業 者 （ 入 所 ）

③
措
置
決
定

検
討
中
資
料

（
４
）
障
害
児
入
所
施
設
（
措
置
）
の
事
務
の
フ
ロ
ー
に
つ
い
て
（
案
）

- 
7
8
 -



【
基
本
的
な
考
え
方
】

○
現
行
の
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
事
務
フ
ロ
ー
を
想
定
。

【
主
な
事
務
の
流
れ
】

○
利
用
開
始
前
月
頃
迄

都
道
府
県
か
ら
障
害
児
に
対
し
、
障
害
児
入
所
措
置
の
決
定

事
業
者
と
都
道
府
県
に
よ
る
措
置
契
約
締
結

○
毎
月

事
業
者
が
障
害
児
へ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

○
翌
月
以
降

都
道
府
県
か
ら
徴
収
金
の
徴
収

○
翌
月
以
降

事
業
者
が
都
道
府
県
に
障
害
児
入
所
措
置
費
に
係
る
請
求
書
等
を
提
出

都
道
府
県
は
事
業
者
へ
障
害
児
入
所
措
置
費
を
支
払
【
※
】

【
そ
の
他
（
備
考
）
】

○
【
※
】
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
異
な
る
。

（
詳
細
説
明
）

→
食
費
や
医
療
費
等
無
償
化
の
対
象
外
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
徴
収

→
徴
収
金
相
当
分
（
無
償
化
分
）
も
併
せ
て
請
求

- 
7
9
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７ 訪問系サービスについて 

 

（１）入院中の重度訪問介護の利用について 

平成 30 年４月から、重度訪問介護を利用する障害支援区分６の者につい

ては、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及

び助産所（以下「病院等」という。）においても重度訪問介護を利用できる

こととしたところであるが、病院等の側においてそのことが理解されてお

らず、利用者が入院時にヘルパーの利用を認めてもらえないといった声が

寄せられている。 

病院等での重度訪問介護の利用については、地方厚生局等を通じて各医

療機関に周知を図っているところであるが、各都道府県におかれても、医

療関係部局と連携の上、病院等へ制度の周知にご協力いただきたい。 

病院等に入院又は入所中には、健康保険法の規定による療養の給付等が

行われることを踏まえ、重度訪問介護により提供する支援については、利

用者が病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等を基本としている

が、病院等で重度訪問介護を希望した者が会話することが可能な状態であ

ることだけをもって、病院等での重度訪問介護の利用を認めないとした事

例があるとの声が寄せられている。意思疎通の支援については、その一環

として、例えば、適切な体位交換の方法を病院等の職員に伝えるため、重

度訪問介護従業者が病院等の職員と一緒に直接支援を行うことも想定され

ているので、病院等に入院又は入所中の重度訪問介護の提供に当たっては、

重度訪問介護により具体的にどのような支援を行うかについて、個々の利

用者の症状等に応じて、病院等で提供される治療等の療養の給付等に影響

がないように病院等の職員と十分に調整した上で行うよう、管内の重度訪

問介護事業所に周知徹底をお願いしたい。 

なお、その際の見守りにかかる時間については、「平成 30 年度障害福祉

サービス等報酬改定等に関するＱ&Ａ」（平成 30 年３月 30 日付事務連絡）

において既にお示ししているとおり、意思疎通に対応するための見守りの

時間は報酬の対象となるので留意願いたい。 

 

 

（２）重度訪問介護の同行支援について 

平成 30 年４月から、２人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護につ

いて、障害支援区分６の者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用し

た従業者により利用者へ支援が行われる場合において、当該利用者の支援

に熟練した従業者が同行して支援を行うことを報酬算定しているところで

あるが、同行支援の支給決定に１ヶ月以上を要することや、新任の従業者

が事業所に採用されても必要なときに迅速に同行支援の支給決定がされな

いなどの声が寄せられている。 

「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ&Ａ」（平成 30

- 151 -



年３月 30 日付事務連絡）問 38 において、明らかに特別なコミュニケーシ

ョン技術を要し、同行支援の必要性が認められる場合には、あらかじめ支

給決定をしておくことも差し支えないとしているところであるが、支給決

定に当たり、各市町村で受給者証の記載方法や利用可能時間、従業者数の

考え方等の取り扱いに差が生じている。 

このため、同行支援の取扱いに係る留意事項について追ってお示しする予

定であるので、ご承知おきいただきたい。 

 

 

（３）同行援護の従業者養成研修について 

同行援護の従業者養成研修については、平成 30 年度障害福祉サービス等

報酬改定において盲ろう者が同行援護を利用しやすくするための改定や平

成 29 年度障害者総合福祉推進事業「盲ろう者の移動支援に係る研修課程の

効果的な実施に関する研究」の成果を踏まえ、平成 30 年度障害者総合福祉

推進事業において「同行援護従事者養成研修及び盲ろう者向け通訳・介助

員養成研修のあり方に関する研究」を実施し研修カリキュラムの見直しを

図ることとしている。 

詳細については追ってお示しすることとするが、同行援護従事者養成研

修カリキュラムと盲ろう者向け通訳・介助員養成研修カリキュラムの研修

内容が重複すると考えられる科目の免除の可否等について検討しているの

で、ご承知おきいただきたい。 

 

 

（４）行動援護の従業者要件について 

  ① 従業者要件に係る経過措置について 

行動援護の従業者については、初任者研修課程修了者等であって、知的

障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に２年以上の従事経験

を有する者にあっては行動援護従業者としてみなす措置を設けているが、

当該措置は平成 33（2021）年３月 31 日までの経過措置である。 

このため各都道府県におかれては、この経過措置期間中に、経過措置対

象者が行動援護従業者養成研修課程又は強度行動障害支援者養成研修（実

践研修）を受講することを促進し、経過措置経過後も行動援護従業者とし

て確保されるよう努められたい。 

 

  ② 従業者養成研修カリキュラムの見直しについて 

強度行動障害支援者養成研修の研修カリキュラムについては、平成 30

年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害支援者養成研修の効果的な研

修カリキュラム及び運営マニュアルの作成に関する研究」において、研修

カリキュラムの見直しが予定されていることから、行動援護の従業者養成

研修のカリキュラムについても見直しを予定している。詳細については追
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ってお示しする予定なので、ご承知おきいただきたい。 

 

 

（５）訪問系サービスの従業者の養成について 

① 居宅介護従業者の養成について 

居宅介護等従業者の養成については、各都道府県において実施され、地

域生活支援事業により、その経費の補助を行っているところであるが、居

宅介護事業所等においては、依然として従業者が不足している状況にある。 

各都道府県においては、多くの人材に研修を受講していただけるよう、

開催場所や回数等に配慮の上、引き続き、従業者養成研修の着実な実施を

お願いしたい。 

 

② その他 

訪問系サービスの質の向上のため、昨年度開催された障害保健福祉関係

主管課長会議においてもお願いしたところであるが、訪問系サービスの質

の向上のため、次期障害福祉サービス等報酬改定に向け、以下の者につい

ては、その要件の廃止も含めて検討を行うこととしていることから、事業

者への集団指導等の機会を捉え、従業者の資質向上に向け、介護福祉士、

実務研修修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、同行援護従業者養

成研修（一般課程・応用課程）修了者、行動援護従業者養成研修修了者の

資格の取得について、各都道府県、指定都市及び中核市におかれては引き

続き勧奨されたい。 

・ 旧身体障害者居宅介護等事業、旧知的障害者居宅介護等事業及び旧

児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者 

・ 旧視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者、旧全身性障害者

外出介護従業者養成研修課程修了者及び旧知的障害者外出介護従業者

養成研修課程修了者 

 

 

（６）訪問系サービスに係る適切な支給決定事務等について 

  ① 支給決定事務における留意事項について【関連資料１】 

    訪問系サービスに係る支給決定事務については、「障害者自立支援法に

基づく支給決定事務に係る留意事項について」（平成 19 年 4 月 13 日付事

務連絡）において留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下

の事項について改めて御留意の上、適切に対応していただきたい。 

   ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ

支給決定基準（個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支

給量を定める基準）を定めておくこと 

   イ 支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対

する支給量の上限となるものではないことに留意すること 
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   ウ 支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害支援区

分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて

適切に行うこと 

     また、特に日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、個別給付

のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひ

とりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会

の意見を聴取する等し、いわゆる「非定型ケース」（支給決定基準で定

められた支給量によらずに支給決定を行う場合）として取り扱うなど、

障害者及び障害児が地域において自立した日常生活を営むことができ

るよう適切な支給量を決定していただきたい。 

 

② 重度訪問介護等の適切な支給決定について【関連資料２】 

   ア 重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の

適正な支給決定について」（平成 19 年２月 16 日付事務連絡）において

留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について

改めて御留意の上、対応していただきたい。 

   （ア）重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在し、身体介護、家事援助、

日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支

援及び外出介護等のサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、１

日につき３時間を超える支給決定を基本とすること。なお、個々の支

給量は、当該利用者にどのような支援が必要かを個別具体的に判断す

るべきものであり、一律に３時間の支給決定とする扱いをしないよう、

留意されたい。 

   （イ）平成 21 年４月より、重度訪問介護の報酬単価について、サービス

提供時間の区分を 30 分単位に細分化したところであるが、これは、

利用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであ

り、重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス

提供を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービ

スが１日に複数回行われる場合の１回当たりのサービスについて 30

分単位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。 

   （ウ）利用者から「短時間かつ１日複数回にわたるサービスで、本来、居

宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護として

支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」

といった声が寄せられているところである。 

短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを１日に複数回行

う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、

居宅介護として支給決定すること。 

   （エ）また、利用者から「見守りを含めたサービスを希望しているにもか

かわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみし

か重度訪問介護として支給決定を受けられない。」といった声が寄せ
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られているところである。 

重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供

されるものであり、これが１日に複数回提供される場合であっても１

回当たりのサービスについては基本的には見守り等を含む比較的長

時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひ

とりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。 

なお、深夜帯に利用者が就寝している時間帯の体位変換、排泄介

助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、利

用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うよう、管内市

町村へ周知されたい。 

   イ 一方で、同一箇所に長時間滞在し、日常生活に生じる様々な介護の事

態に対応するための見守り等の支援も含めた長時間の支援を必要とす

る者に対して居宅介護の支給決定がされている事例も散見されている。 

居宅介護は短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて

高い単価設定としているため、ヘルパーが行う支援内容を具体的に把握

した上で、適切なサービスを支給決定するようお願いしたい。 

  

  ③ 居宅介護における通院等介助等について 

    居宅介護における通院等介助については、「平成 20 年４月以降における

通院等介助の取扱いについて」（平成 20 年４月 25 日付厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、「病院内の移動等の

介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、

場合により算定対象となる。」等をお示ししているところである。 

    具体的には、適切なアセスメント等を行った上で、①院内スタッフ等に

よる対応が難しく、②利用者が介助を必要とする心身の状態であること等

が考えられる。利用者が介助を必要とする心身の状態である場合は、例え

ば、 

    ・ 院内の移動に介助が必要な場合 

    ・ 知的・行動障害等のため見守りが必要な場合 

    ・ 排せつ介助を必要とする場合 

   等が想定されるので、参考としていただきたい。 

    なお、上記具体例については、従来算定対象としていた行為を制限する

趣旨ではない。 

また、通院の介助は、同行援護や行動援護により行うことも可能であり、

これらと通院等介助の利用に優先関係は無いため、利用者の意向等を勘案

し、適切なサービスの支給決定をお願いしたい。 

 

  ④ 支給決定の際に勘案すべき事項について 

    障害福祉サービスの支給要否決定は、障害支援区分だけでなく、障害者

等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の
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事項を勘案して行うこととされている。 

    これらの勘案事項のうち介護を行う者の状況については、介護を行う者

の有無、年齢、心身の状況等を勘案して支給決定することとしている。こ

れは、介護を行う者がいる場合には居宅介護等の介護給付費の支給を行わ

ないという趣旨ではない旨は、「介護給付費等の支給決定等について」（平

成 19 年３月 23 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）で既

にお示ししているところであるが、今般この通知を改正し、改めてその旨

周知しているので、介護給付費の支給決定に当たっては、介護を行う者の

状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。 

    また、居宅介護等の障害児について、保護者がいることのみをもって一

律に不支給とする取り扱いとすることのないよう、留意願いたい。 

 

  ⑤ 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について 

    我が国においては、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共

助で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障

の基本となっている。 

    このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供され

るときは、国民が互いに支え合うために保険料を支払う社会保険制度の下

で、そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原

則となっている。 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係

については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平

成 19 年３月 28 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障

害福祉課長連名通知）で、介護保険サービスが原則優先されることとなる

が、サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない

障害福祉サービス固有のものについては、障害福祉サービスに係る介護給

付費等を支給することや、障害福祉サービスについて当該市町村において

適当と認める支給量が、介護保険サービスのみによって確保することがで

きないものと認められる場合には、介護給付費等を支給することが可能で

あることなどの取扱いを示すとともに、障害保健福祉関係主管課長会議に

おいて適切な運用に努めていただくよう周知してきたところである。 

    また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等に

ついて」（平成 27 年２月 18 日付事務連絡）において、制度の適切な運用

について示しているところであり、障害者の個々の状況に応じた支給決定

がなされるよう改めてお願いする。【関連資料３】 

なお、介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福

祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けること

が可能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが
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可能か否か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が生

じないよう配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいた上

で介護保険制度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把握

することが適当である。 

    したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請を

しない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、

申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう改めてお願いす

る。 

 

 

（７）重度訪問介護利用者の大学修学支援事業について 

平成 30 年度より地域生活支援促進事業のメニューとして、「重度訪問介

護利用者の大学修学支援事業」を実施しているところである。 

本事業は、重度障害者が大学等（大学、大学院、短期大学及び高等専門

学校をいう。以下同じ。）において必要な支援が受けられずに修学を断念す

ることがないように大学等において、修学に係る支援体制を構築できるま

での間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護

等を提供するものである。 

各都道府県におかれては、管内市町村に対し、本事業の趣旨等を踏まえ

重度障害者の修学（入学予定を含む）先の大学等と連携し積極的な実施に

ついて周知するようお願いしたい。 
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事 務 連 絡

平成１９年２月１６日

各 都道府県障害保健福祉担当課 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課

重度訪問介護等の適正な支給決定について

平素より障害者自立支援法の施行に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、訪問系サービスについては、平成１８年１０月に再編を行ったところですが、

障害の状態やニーズに応じた支給決定が適切に行われるよう、下記の点に留意いただき

たく、管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい願います。

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部

障害福祉課訪問サービス係

電 話 （内線 ）03-5253-1111 3038

03-3591-8914ＦＡＸ
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記

１ 居宅介護について

居宅介護は、短時間（１回当たり３０分～１．５時間程度が基本）集中的に身体介

護や家事援助などの支援を行う短時間集中型のサービスであり、その報酬単価につい

ては、所要時間 分未満の身体介護中心型など短時間サービスが高い単価設定になっ30

ているが、これは、１日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護

サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パタ

ーンに合わせて居宅介護を行うためのものである。

２ 重度訪問介護について

、 、重度訪問介護は 日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して

身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等

の支援及び外出介護などが、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供される

ような支援をいうものであり、その報酬単価については、重度訪問介護従業者の１日

当たりの費用（人件費及び事業所に係る経費）を勘案し８時間を区切りとする単価設

定としているものである。

３ 重度訪問介護等の支給決定にかかる留意事項

（１）重度訪問介護については、

・１日３時間以上の支給決定を基本とすること

・１日に複数回の重度訪問介護を行った場合には、これらを通算して算定すること

としているが、これは、１日に提供されたサービス全体でみた場合に 「比較的長時、

間にわたり総合的かつ断続的に提供」されているほか、１日に複数回行われる場合

の１回当たりのサービスについても、基本的には、見守り等を含む比較的長時間に

わたる支援を想定しているものであり、例えば、短時間集中的な身体介護（見守り

を含まない）のみが１日に複数回行われた場合に、単にこれらの提供時間を通算し

て３時間以上あるようなケースまでを想定しているものではないこと。

（２）このため、上記の重度訪問介護の要件に該当する者であっても、サービスの利用

形態によっては、重度訪問介護ではなく居宅介護の支給決定を行うことが適切であ

る場合があること。
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事 務 連 絡 

平 成 2 7 年 ２ 月 1 8 日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉部（局） 御中 

中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企 画 課 

 障害福祉課 

                                                        

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等に

ついて 

 

 標記については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」

（平成 19 年３月 28 日障企発第 0328002 号・障障発第 0328002 号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知。以下

「適用関係通知」という。）でお示しするとともに、障害保健福祉関係主

管課長会議において適切な運用に努めていただくよう周知しているところ

である。 

 しかしながら、その運用に関して障害者の個々の実態に即したものとな

っていない等の声も寄せられていることを踏まえ、各市町村における具体

的な運用等についての実態調査を実施したところである。 

本調査結果は別添のとおりであるが、自立支援給付と介護保険制度との

適用関係に係る留意事項を下記のとおりまとめたので、御了知の上、管内

市町村、関係機関に周知徹底いただくとともに、その運用に遺漏なきよう

お願いしたい。 

なお、本事務連絡については、老健局とも協議済みであることを念のた

め申し添える。介護保険担当課室へも本事務連絡を情報提供し、適宜、連

携を図るようお願いしたい。 
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記 

 

１．介護給付費等と介護保険制度との適用関係について 

（１）障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの特定について 

適用関係通知において、市町村は、介護保険の被保険者である障害

者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別

のケースに応じて、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービ

スにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係

る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き

取りにより把握した上で、適切に判断することとしているが、改めて

各市町村においては、適切な運用をお願いしたい。 

 （２）具体的な運用について 

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必

要な支援を受けることが可能と判断される場合であっても、当該サー

ビスの利用について介護保険法（平成９年法律第 123 号）の規定によ

る保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費

等を支給することが可能であることとしている。市町村においては、

当該介護給付費等を支給する場合の基準を設けている場合であっても、

当該基準によって一律に判断するのではなく、介護保険サービスの支

給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、介護給付費

等を支給するなど、適切な運用に努められたい。 

また、障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、居宅

介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内では、利用可能なサー

ビス量が減少することも考えられる。しかし、介護保険利用前に必要

とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化する

ことは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運

用をお願いしたい。 

    

２．介護保険制度の円滑な利用に当たっての留意点 

（１）障害福祉サービス利用者への介護保険制度の案内について 

要介護認定等の申請は、申請に係る者の状態について大きな変更が

生ずることが見込まれないということから、65 歳到達日（誕生日の前

日）、特定疾病に該当する者の 40 歳到達日（誕生日の前日）又は適用

除外施設退所日（以下「65 歳到達日等」という。）の３か月前以内に
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要介護認定等申請を受理し、65 歳到達日等に認定することを運用上の

対応として可能としている。 

そのため、障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に

向け、要介護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間を考慮して

65 歳到達日等前の適切な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行

うこと。 

その際には、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員から、又

は、（３）にお示しする相談支援専門員から直接、介護保険制度につ

いて説明を行うことが望ましい。 

（２）障害福祉サービス利用者等に対する介護保険制度との併給が可能

な旨の案内について 

介護保険法の規定による保険給付が優先されることが、あたかも介

護保険のみの利用に制限されるという誤解を障害福祉サービス利用者

に与えることのないよう、適用関係通知（２）②の場合や③の場合に

ついては介護給付費等の支給が可能な旨、利用者及び関係者へ適切に

案内を行うこと。 

（３）指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との連携に

ついて 

障害福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するに当たって

は、障害者が適切なサービスを受けられるよう 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17 年法律第 123 号）における指定特定相談支援事業所の相談支援専

門員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サービスを円滑に利用

できるよう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、

介護保険サービスの利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定

居宅介護支援事業所等に対し、利用者の状態や障害福祉サービスの利

用状況等サービス等利用計画に記載されている情報を提供するよう適

切に引継ぎを行うこと 

・介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する

場合は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援

専門員が随時情報共有を図ること 

等必要な案内や連携を行うこと等の周知をお願いしたい。 

※なお、ここでいう「指定居宅介護支援事業者等」とは、小規模多機

能型居宅介護や介護老人福祉施設のように、人員配置基準において

- 163 -



 

介護支援専門員の配置が義務づけられている事業者を含むものであ

る。 

 

３．要介護認定等の申請について 

  介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福祉サ

ービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可

能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが可

能か否か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が生

じないよう配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいた

上で介護保険制度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把

握することが適当である。 

 したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請

をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を

行い、申請について理解を得られるよう働きかけること。 

   

４．指定障害者支援施設等入所者の要介護認定等について 

介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設等入所者は、介護保

険サービスに相当する介護サービスが提供されていること等の理由から、

当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされている。一方で、

個々の事情に応じて介護保険適用除外施設を退所又は退院することもあ

り得るが、その場合には介護保険の被保険者となり、介護保険法に基づ

く要介護認定等を受けることにより、これに応じた介護保険サービスを

利用することが可能となる。   

この点、例えば、介護保険適用除外施設からの退所者が介護老人福祉

施設等へ入所しようとする場合には、通常、一定の期間を要することか

ら、指定障害者支援施設等の退所日と要介護認定申請の時期の兼ね合い

で必要な手続きや調整が円滑に行われないという指摘があるが、介護保

険サービスの利用を円滑に進めるために、関係者間での密な情報共有や

連携を図ることにより、柔軟に対応願いたい。 
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５ 障害者の就労支援の推進等について 

 

（１）就労系障害福祉サービスの適正かつ効果的な運営について 

① 就労移行支援について 

（ア）一般就労への移行の促進について 

就労移行支援は、就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇

用されることが可能と見込まれる障害者に対し、就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、障害者の適性

に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な支援

を提供するものであり、障害者の一般就労への移行を実現することを趣

旨とする障害福祉サービスである。 

これまでも就労移行支援の趣旨に沿ったサービス提供を行っていない

場合には、これまでの報酬改定において、一般就労への移行後の就労定

着実績がない事業所に対する報酬の減算割合を強化するなどの対応を行

ってきた。 

また、一般就労への移行実績がない事業所や就労定着者（一般就労へ

の移行後、就労した企業等に連続して６か月以上雇用されている者）の

実績が数年間に渡ってゼロである事業所に対しては、就労移行支援の趣

旨に沿ったサービス提供が行われていないことから、都道府県等におか

れては、重点的に指導を実施するようお願いしてきた。 

第５期障害福祉計画では、就労移行支援事業等を通じて、平成 32 年度

中に一般就労に移行する者を平成 28 年度の一般就労への移行実績の 1.5

倍以上とすることを目標値として設定することを基本とすることとされ

ており、この目標値を達成するため、就労移行支援事業所のうち、就労

移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とすることを目指すことと

されている。【関連資料１】 

一方、一般就労への移行率別の施設割合の推移とみると、前年度の移

行者数がゼロである事業所の割合について、都道府県毎に大きくバラツ

キがある状況であることから、各地域においてその原因等の分析を進め、

対応策を検討していく必要がある。【関連資料２】 

このため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県

の労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局、医療

機関等の関係機関との連携体制を整備し、就労支援の関係者からなる障

害者雇用支援合同会議などを設け、障害福祉計画の目標値の達成に向け

た取組の推進等、地域一丸となって統一的に一般就労への移行や定着に

向けた施策を進めていく体制を構築するようお願いする。 

例えば、商工会議所などとも連携の上、地域の産業を把握し、障害者

が行える仕事の切り出しを整理した上で、職場開拓を行うことや、施設

外就労を活用することも有効であることから、就労移行支援事業所とも

連携して一般就労への移行等を進めていただきたい。 
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なお、大分県では、地域生活支援事業の特別推進事業として、就労継

続支援事業所等への訪問・巡回を積極的に行うとともに、企業訪問も行

い職場実習先を確保するなど、関係機関等が連携し、一般企業への就労

を促進する取組を行っているので、このような取組も参考にしつつ、地

域全体での取り組みを行っていただくようお願いする。【関連資料３】 

 

（イ）報酬改定等について 

平成 30 年４月から就労移行支援に係る基本報酬は、障害者の意向及び

適性に応じた一般就労への移行を推進するため、一般就労への移行実績

だけでなく、就労移行支援を受けた後就労しその後６か月定着した者の

割合（前年度において、就労移行支援を受けた後に就労し、就労を継続

している期間が６月に達した者の数を当該前年度の利用定員で除して得

た割合）に応じた報酬体系とし、就労移行支援の趣旨に沿ったサービス

提供が行われている事業所をより評価している。 

また、障害者基本計画（第４次）では、「就労移行支援事業所等にお

いて、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動

の支援（施設外支援）等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知す

ることで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。」ことと

している。 

このため、現在、国では多くの一般就労者を出し、かつ職場定着率が

高い支援を行っている事業所の支援内容や取組内容の整理し、全国の就

労移行支援事業所の取組の参考にしていただくため、「就労移行支援事

業所における効果的な支援と就労定着支援の実態及び課題に係る調査

研究」（平成 30 年度障害者総合福祉推進事業）を実施している。 

調査結果がまとまり次第、各都道府県や関係団体等に周知することと

しているので、当該調査研究の結果も参考にしながら、支援の質の向上

に取り組むとともに、一般就労に向けた取組を推進していただきたい。 

     さらに、本年度４月から新たに就労定着支援事業を創設しているとこ

ろであるが、国保連データによると、平成 30 年 10 月現在、事業所数と

しては 561 事業所、利用者数としては 3,495 人となっている。 

しかしながら、就労移行支援事業所が 3,303 事業所（平成 30 年 10 月

現在）であることも踏まえれば、全ての就労移行支援事業所において実

施できる体制が整っていないと考えられる。 

職場定着をより一層推進していくためには、一般就労の訓練の段階か

ら携わっていた職員による定着支援がより効果的であることから、制度

創設の趣旨も踏まえ、できる限り全ての就労移行支援事業所において取

り組んでいただくよう都道府県等においても働きかけていただきたい。 
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② 就労継続支援Ａ型について 

就労継続支援Ａ型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難である

が、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結によ

る就労機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓

練、その他の必要な支援等を行うものである。 

このため、就労継続支援Ａ型事業者は、最低賃金の支払い等の労働関係

法令を遵守した上で、利用者に対し、自立した日常生活及び社会生活が送

れるように必要な支援を行うことが求められる。 

しかしながら、就労継続支援Ａ型については、 

・ 本来の利用者である障害者の利用を正当な理由なく短時間に限り、

健常者である従業員（基準省令によるところの「利用者及び従業者以

外の者」）がフルタイムで就労している事例 

・ 利用者も就労継続支援Ａ型事業の従業者も短時間の利用とすること

によって、浮いた自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃

金に充当している事例 

・ 就労機会の提供に際し収益の上がらない仕事しか提供しない事例 

など、本来の就労継続支援Ａ型事業の趣旨に反するだけでなく、自立支援

給付費を給付する趣旨からも不適切である事例が近年報告されていたこ

とから、これまでも報酬改定等において、事業運営の適正化を図ってきた

ところである。 

さらに、平成 29 年 4 月にはこれに加え、指定基準等の改正により、 

・ 障害福祉計画上の必要サービス量を確保できている場合、指定権者は

新たな指定をしないことを可能にする（いわゆる「総量規制の導入」） 

・ 利用者本人の希望を踏まえた個別支援計画の作成 

・ 生産活動にかかる収入から経費を除いた額が、利用者の賃金総額を

上回っていなければならない 

等の対応を図ったところであり、これらの経緯を踏まえ、以下の取組をお

願いする。 

 

   （参考：これまでの就労継続支援Ａ型に関する報酬・基準の見直し） 

時期 対応内容 

平成 24 年 10 月 利用者のうち短時間利用者の占める割合が多い場

合の減算（90％、75％）措置の創設（平成 24 年度報

酬改定） 

平成 27 年９月 指定就労継続支援Ａ型における適正な事業運営に

向けた指導について（課長通知） 

①暫定支給決定の適正な運用の依頼 

②不適切な事業運営の事例を示すとともに、指導ポイ

ントの明示 

（不適切な事例） 
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・収益の上がらない仕事しか提供せず、生産活動によ

る収益だけでは最低賃金を支払うことが困難 

・全ての利用者の労働時間を一律に短時間 

・一定期間経過後に事業所を退所させている 

平成 27 年 10 月 短時間利用減算の仕組みを利用者割合から平均利

用時間に見直すとともに、減算割合（90％～30％）を

強化（平成 27 年度報酬改定） 

平成 28 年３月 就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）にお

ける適切なサービス提供の推進について（課長通知） 

① 暫定支給決定を要しない場合の基準を明確化及

び市町村間で差が出ないよう都道府県の関与の依

頼 

② 不適切な事例に対し再度、指導後の改善見込みが

ない場合の勧告、命令等の措置を講ずることを依頼 

平成 29 年４月 指定基準について、就労の質を向上させるため、以

下について新たに規定 

① 生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除

した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総

額以上となるようにしなければならない 

② 賃金を自立支援給付から支払うことを原則禁止

（ただし、経営改善計画書を提出している場合はこ

の限りではない。） 

③ 利用者が長く働きたいと希望する場合には、継続

的アセスメントを踏まえて、その希望を踏まえた就

労の機会の提供をしなければならない 

また、障害者総合支援法施行規則を改正し、障害

者を含む幅広い関係者の意見を反映し策定される

障害福祉計画上の必要サービス量が確保できてい

る場合、自治体は新たに就労継続支援Ａ型事業所の

指定をしないことを可能した。 

 

（ア）就労継続支援Ａ型の新規指定時の取扱いについて 

就労継続支援Ａ型の事業所数については、近年の大きな伸びと比して、

直近の伸びは鈍化しているものの、数次にわたる事業運営の適正化等の

中にあって、依然として増加している状況にある。【関連資料４】 

このため、新規指定時には、改めて、就労の機会の提供にあたって収

益の上がる仕事の提供が想定されているか、自立支援給付費等を充てな

くとも生産活動収入から最低賃金が支払える事業計画となっているか

を必ず確認した上で、指定の可否を判断すること。 

なお、当然のことながら、事業計画に沿った事業運営が可能なのかど

うかについては、書類上の審査だけでなく、事業計画上に記載されてい

る収入を確保するために、どのような販路があり、どのように売り上げ
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を確保するのか、競合他社と比べてどのようなことが優位な点となるの

かなども含めて挙証資料の提出と併せてヒアリングを通じてしっかり

と確認すること。 

また、障害保健福祉担当部局のみで指定の可否を判断できない場合に

は、必要に応じて産業施策担当部局等経営判断に知見有する部局の協力

を仰ぐなど、組織内での横断的な連携体制の構築を図ること。 

加えて、都道府県等だけでは指定の可否を判断できない場合には、自

立支援協議会その他都道府県等が必要と認めた者の意見を聴取の上、判

断すること。 

さらに、新規指定後半年程度を目途に実地指導を実施し、生産活動等

が事業計画に沿った最低賃金を支払うことのできる内容になっている

のか等を確認することとし、指定基準に違反する事項がある場合には、

文書指導、勧告等の必要な措置を講ずるようお願いしたい。 

ただし、事業開始時には減価償却費が高額な場合等もあることから、

都道府県等が、今後明らかに収益改善が見込まれると認める場合には、

経営改善計画書を提出させ、経営改善に向けた指導と厚生労働省の予算

事業を活用した必要な経営改善に資する支援も行っていただくようお

願いする。 

 

（イ）就労継続支援Ａ型の経営改善等について 

生産活動収支から利用者賃金が支払われていない場合には、経営改善

計画書を作成し、提出を求めることとしている。 

経営改善計画書については、平成 29 年３月の通知において、更に１

年間の経営改善計画書を作成することを認める場合には、一定の要件を

満たす場合に再計画の提出も認める取扱いとしていたが、平成 30 年度

から就労継続支援Ａ型の報酬体系が改定されることも踏まえ、 

・ 生産活動に係る事業の収入額が利用者に支払う賃金総額以上であ

る場合 

・ 提出済みの経営改善計画に基づく改善の取り組みについて、具体

的に実施しており、今後経営改善の見込みがあると指定権者が認め

た場合 

には、当面の間、広く再計画の提出を認めることとした。【関連資料５】 

経営改善計画書を提出させる取扱いは、事業所を廃止させることが目

的ではなく、あくまで健全な運営となるよう努力を促すことにあること

に改めて留意し、指定権者としても、工賃向上計画支援等事業も活用し

つつ、指導と支援という観点での取り組みをお願いする。 

なお、経営改善状況等の把握、判断においては、指定の可否の判断に

おける対応と同様に、必要に応じて産業施策担当部局等経営判断に知見

有する部局から助言を得るなど、組織内での横断的な連携を図ること。 

また、各事業所の経営改善の取組を支援する機関のひとつとして、中

- 100 -



小企業、小規模事業者から経営上のあらゆる相談に無料でお応えする

「よろず支援拠点」が全国に設置されており、よろず支援拠点の中には、

就労継続支援Ａ型・Ｂ型も含めて経営改善事例を作り上げたいと協力的

である拠点もあることから、事業所の方々にも「よろず支援拠点」のよ

うな支援機関の活用も検討していただくよう都道府県等から依頼して

いただきたい。 

（参考ＵＲＬ：よろず支援拠点） 

https://yorozu.smrj.go.jp/base/ 

国においても、就労継続支援Ａ型事業所が健全な運営となるように、

以下の調査研究を実施しているため、各都道府県等にはこれらの調査研

究について広く就労継続支援Ａ型事業所にも周知していただきたい。 

また、平成 31 年度の工賃向上計画支援等事業については、全都道府

県において就労継続支援Ａ型事業所の経営改善支援が実施可能となる

ように予算を確保したので、当該補助事業を活用した支援についても検

討いただきたい。 

○ 就労継続支援Ａ型・Ｂ型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収

集と成功要因の分析にかかる調査研究（平成 29 年度障害者総合福祉

推進事業） 

就労継続支援Ａ型については、平成 26 年度には生産活動収支から

利用賃金の支払いができていなかったが、平成 28 年度には生産活動

収支から利用者賃金の支払いができるようになった事例を主に掲載

している。 

 （調査結果） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000307924.pdf 

○ 就労継続支援Ａ型事業所の経営改善に関する調査研究（平成 30 年

度障害者総合福祉推進事業） 

主に平成 29 年度に経営改善計画書を提出した就労継続支援Ａ型事

業所のうち、平成 29 年度中に生産活動収支から賃金を支払えるよう

になった事例を経営改善のポイント等も含めて整理し、周知すること

としている。整理でき次第、各都道府県、関係団体等に周知するので

当該調査研究も参考に経営改善や経営改善支援に取り組んでいただ

きたい。 

 

（ウ）報酬改定等について 

平成 30 年４月から就労継続支援Ａ型に係る報酬については、賃金向

上や就労の質の向上を図るため、 

・ 労働時間が長いほど、利用者の賃金の増加につながることや、支 

援コストがかかることから、平均労働時間に応じた７段階の基本報

酬を設定 

・ 販路の拡大、付加価値のある商品開発等を行う賃金向上のための
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指導員を配置し、利用者のキャリアアップの仕組みを設けた場合に、

報酬を加算 

・ 就労継続支援Ａ型事業による支援を経て一般企業への移行者を出

した場合の加算の強化 

等の対応を行った。 

このような改定を行った中で、直近（平成 29 年度）における就労継

続支援Ａ型事業所利用者の全国平均の賃金月額は 74,085 円、対前年比

3,365 円（4.8％増）となっている。 

平成 18 年度の制度創設以降、精神障害のある方の利用者数が増え続

ける一方、精神障害のある方は週 20 時間以上 30 時間未満の働き方が多

い傾向にあったため、平均賃金月額が減少傾向にあったが、近年は増加

傾向にある。【関連資料６】 

今年度から就労継続支援Ａ型に対し、都道府県が経営改善に係る支援

を行う場合は、工賃向上計画支援等事業の基本事業の補助対象とすると

ともに、工賃向上計画支援等事業の農福連携による障害者の就農促進プ

ロジェクトにおいて就労継続支援Ａ型事業所も補助対象としている。 

来年度からは、就労継続支援Ａ型に対する経営改善に係る支援につい

て全都道府県で実施していただくよう必要な予算を確保しているので、

就労継続支援Ａ型に対する経営改善のための支援について検討いただ

きたい。 

各都道府県におかれては、指定都市や中核市とも連携しつつ、指定都

市や中核市に所在する事業所も含めて、これらの予算事業を活用し、賃

金の向上のための経営改善等の支援を行うようお願いする。 

 

（エ）事業廃止に伴う利用者の再就職先の確保について 

一昨年から昨年にかけて、一部の地域における就労継続支援Ａ型事業

所を運営する法人において、事業による収益を社会福祉事業とは言えな

い投機的な事業に充てた結果、法人全体の経営が悪化し、廃業に至るな

ど、障害者が大量に解雇される事案が発生した。 

就労継続支援Ａ型事業所が廃止される場合には、まず利用者の再就職

先等を確保することが最優先事項であり、障害者総合支援法に基づき、

まずは廃止する事業者の責任において、利用者の再就職先等の調整を行

うこととなるが、各自治体においても、他の就労継続支援Ａ型事業所等

への再就職先等の確保に向けて、相談支援事業所、ハローワークや労働

局などの関係機関とも協力しながら、就職面接会を開催するなど、再就

職を希望する方をしっかりと支援していただくようお願いする。 

また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則の一部改正を行い、障害福祉サービスの事業等を廃止する場合

の届出事項を次のとおり明確化したので、各都道府県等におかれては、

指定事業者に徹底していただくようお願いする。【関連資料７】 
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・ 現に指定障害福祉サービス等を受けている者に対する措置 

・ 現に指定障害福祉サービス等を受けている者の氏名等及び引き続

きサービスの提供を希望する旨の申出の有無 

・ 引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等

を提供する他の事業者名 

 

（オ）特定求職者雇用開発助成金の取扱いについて 

就労継続支援Ａ型事業所に対する特定求職者雇用開発助成金（以下

「特開金」という。）の取扱いについては、就労継続支援Ａ型事業所に

よる障害者の雇入れが特開金の趣旨に合致するものであるか否かによ

って個別に判断することを原則としつつも、暫定支給決定（障害者本人

にとって当該事業の利用が適切か否かの客観的な判断を行うための期

間を設定した支給決定をいう。以下同じ。）を経た障害者を雇い入れる

場合は、支給対象外としてきたところである。 

平成 28 年度に、市町村における暫定支給決定に係る実務に混乱が生

じているものとして、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平

成 26 年４月 30 日地方分権改革推進本部決定）に基づく「地方分権改革

に関する提案募集」（平成 28 年）において、一部の市町村等より、暫定

支給決定の基準の明確化とあわせて、特開金の支給基準の見直しを求め

る提案があったところであり、平成 28 年 12 月に 

○ 就労継続支援Ａ型事業所に係る暫定支給決定の対象となった障害

者のうち、雇入れ当初に締結した雇用契約において、「継続して雇用

することが確実」であることが明確である者に限り、特開金の支給対

象とする 

○ 平成 27 年 10 月から全ての事業所について、過去に特開金を利用し

て雇い入れた者の離職率が 50％を超える場合には不支給とする離職

割合要件を設定しているが、就労継続支援Ａ型事業所についてはその

割合を 25％とする 

という見直しが行われることが、各都道府県労働局に通知され、平成

29 年５月１日以降に雇用される者については、暫定支給決定が行われ

た利用者であっても、上記要件を満たしていれば当該助成金の対象とな

った。 

なお、就労継続支援Ａ型事業所の利用にあたり、原則として暫定支給

決定を行うことについては、適正なサービスを支給決定する観点から必

要なことであることから、引き続き、管内市町村及び事業所等に対し周

知徹底をお願いしたい。 

 また、平成 29 年７月 14 日職発 0714 第５号「雇用安定事業の実施等

について」により、就労継続支援Ａ型事業所において、平成 29 年７月

18 日以降に雇用される者に係る特定求職者雇用開発助成金のうち、特

定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース及び
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生活保護受給者等雇用開発コースの支給については、当該助成金の申請

を行う就労継続支援Ａ型事業所が障害者総合支援法に基づく、勧告又は

指定の取消し若しくは効力の停止を受けた場合に不支給とする要領の

改正が厚生労働省から各都道府県労働局に通知されている。 

 各都道府県、指定都市、中核市においては、就労継続支援Ａ型事業所

に対し、勧告又は指定の取消し若しくは効力の停止を行った場合は、当

該事業所の名称及び所在地について、その所在地を所管する都道府県労

働局の職業安定部職業対策課に情報提供するようお願いするとともに、

引き続き、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課就労支援

係にも当該事業所に係る情報を提供していただきたい。【関連資料８】 

 

③ 就労継続支援Ｂ型について 

（ア）報酬改定等について 

 平成 30 年４月から就労継続支援Ｂ型に係る報酬については、工賃の

向上を通じた、利用者の地域での自立した日常生活及び社会生活を支援

するため 

・ 利用者に支払う工賃が高いほど、利用者の自立した生活や、生産

活動に労力を要することから、平均工賃月額に応じた７段階の基本

報酬を設定 

・ 就労継続支援Ｂ型事業による支援を経て一般企業への移行者を出

した場合の加算の強化 

等の対応を行った。 

このような改定を行った中で、直近（平成 29 年度）における就労継

続支援Ｂ型事業所利用者の全国平均の工賃月額は 15,603 円、対前年度

比 308 円増（2％増）となっている。平均工賃月額は、平成 20 年度以降、

毎年増加しており、制度創設当初の平成 18 年度から 27.6％上昇してい

る。【関連資料９】 

各事業所や各地方自治体のご尽力により、就労継続支援Ｂ型事業所利

用者の平均工賃はわずかずつ増加してきているが、7.7％の事業所で平

均工賃が５千円を下回っており、その中には、運営基準で定める工賃の

最低水準である３千円を下回っている事業所もある。【関連資料 10】 

就労継続支援Ｂ型事業所は、就労や生産活動の機会の提供、就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行

うものであることから、障害者の能力評価を行った上で、個別支援計画

に位置づけしっかりと就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練

を行うことが必要である。 

なお、平均工賃月額が３千円を下回る事業所については、運営基準を

遵守していないことが明確であることから、重点的に指導を行うととも

に、経営改善に向けた支援もお願いしたい。 

また、指導後も改善の見込みがない場合には、地域活動支援センター
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への移行や、法に基づいた勧告、命令等の措置を講ずることが必要とな

ってくる。 

さらには、そもそも就労継続支援Ｂ型事業の指定の可否を判断する段

階において、平均工賃月額が３千円を上回るような申請内容になってい

るかについて事業計画も提出させた上で確認すべきであることをご認

識いただきたい。 

      また、現在、国における予算事業（モデル事業）において、今年度は、

主に平均工賃月額が１万円未満の事業所において、受託法人からの支援

を受けて、平均工賃月額が倍増になった実支援事例を整理しており、現

在整理している事例の中には、工賃向上とともに利用者のやりがいを高

め、利用率を高めることができた事例などの実事例を経営改善のポイン

トも含め整理している。 

今後、各都道府県、関係団体等に周知する予定であるので、こうした

実事例も参考にしつつ、各地域の実状に即した支援内容を検討し、工賃

向上に実行性ある支援に取り組んでいただくようお願いしたい。【関連

資料 11】 

 

（イ）工賃向上計画を推進するための基本的な指針について 

     障害者が地域で自立した生活を送るための基盤として、就労支援は重

要であり、一般就労を希望する方には、できる限り一般就労していただ

けるように、一般就労が困難である方には、就労継続支援Ｂ型事業所等

での工賃の水準が向上するように、それぞれ支援していくことが大変重

要である。 

     これまでも、工賃向上に資する取組を進めてきたところであるが、平

成 30 年度以降も引き続き工賃向上計画に基づいた取組を推進すること

とする。 

     今回の工賃向上計画を推進するための基本的な指針の一部改正では、

新たに他部局等との連携による障害者の就労機会の創出等を加えてい

る。 

農業や観光業などの地域の基幹産業との連携や、高齢者の見守り・配

食サービスの実施など、障害者が地域の支え手として活躍することを目

指した就労機会の拡大を図ることについては、工賃向上はもとより、共

生社会の実現のためにも重要であり、工賃向上計画策定の段階から関係

部署や関係機関の参画を求め工賃向上計画を策定していただくことを

依頼していたが、引き続き関係部署等の参画も求めつつ、工賃向上に向

けた取組を実施していただきたい。 

【関連資料 12】【関連資料 13】【関連資料 14】 
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（ウ）就労継続支援Ｂ型の質の向上について 

     平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の議論において、次期報酬

改定に向けて、サービスの質の向上について、引き続き検討、検証を行

うことが求められている。 

現在、「障害者の福祉的就労・日中活動サービスの質の向上のための

研究（平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金）」を実施しているところ

であるが、当該研究を踏まえ、今後、支援の質の向上を図るためのガイ

ドラインや事例集を作成し、各都道府県、関係団体等に周知する予定で

あるのでご承知おき願いたい。 

 

（エ）就労継続支援Ｂ型の利用に係るアセスメント 

（ⅰ）就労アセスメントの実施時期の見直しについて 

当該アセスメントは、約６割の特別支援学校卒業生が卒業後に障害

福祉サービスの利用に至っていること、就労継続支援Ｂ型事業所から

一般就労へ移行する利用者が２％にも満たないことといった現状を

踏まえ、一般就労への移行の可能性も視野に入れた就労継続支援Ｂ型

の利用など、長期的な就労面に関するニーズを把握するために実施す

るものである。 

しかしながら、障害者のこうした可能性を考慮せず、就労継続支援

Ｂ型の利用を前提とした形式的なアセスメントを実施している事例

など、アセスメントの趣旨が理解されていない取扱いがみられるとこ

ろである。 

平成 28 年度に実施した調査結果によれば、アセスメントの対象者

の約７割は特別支援学校在学者であり、そのうち約９割が知的障害の

ある者となっているが、形式的になる理由としては、卒業年次に実施

し、既に就労継続支援Ｂ型の利用が決まっている等が上げられている。 

アセスメントを実施するに当たっては、課題の早期把握や進路の検

討等のため、自治体によっては、卒業年次の前の年次に実施し、卒業

年次には実際に想定する進路を念頭に置き実習を実施し、適切な進路

選択に効果を上げているところもあり、各自治体におかれては、形式

的にならないよう、卒業年次の前の年次（高等部１～２年次）に実施

することを推進していただきたい。 

 

 （ⅱ）アセスメント実施機関の拡大について 

平成 28 年度まで、就労アセスメント実施機関は、就労移行支援事

業所及び障害者就業・生活支援センターとしていたが、アセスメント

を必要とする対象者が多い自治体があること、就労移行支援事業所や

障害者就業・生活支援センターがない障害保健福祉圏域もあることか

ら、今年度から実施機関の拡大を図った。 

これにより、自治体が認める就労支援機関（自治体設置の障害者就
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労支援センター等や一般就労を支援する障害者職業能力開発助成金

による能力開発訓練事業を行う機関）において、就労アセスメントを

行える体制が整っている場合は、就労アセスメント実施機関とするこ

とができることとしたので、実施機関の拡大が必要な場合は、当該機

関に就労アセスメントの趣旨を依頼し、実施が可能となるよう調整を

お願いしたい。 

また、併せて、特別支援学校高等部在学中に、一般企業や就労移行

支援事業所における実習が行われ、本人、保護者、自治体や相談支援

事業所にアセスメント結果が提供された場合、アセスメントを受けた

とみなすことができることとしたので、特別支援学校、相談支援事業

所、就労移行支援事業所等関係機関との連携を引き続きお願いしたい。 

 

④ 就労定着支援について 

    平成 28 年の障害者総合支援法の改正により、平成 30 年４月より就労定

着支援が新たなサービスとして開始されている。このサービスは、就労移

行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を経て一般就労した障害者に

対し、最大で３年間、それまでの支援を行っていたなじみの関係の中で引

き続き就労定着の支援を実施するものである。 

    就労定着支援の報酬体系についても、他の就労系サービスと同様実績に

応じてメリハリをつけることとしており、支援を行ってから現に就労定着

している障害者の割合を用いている。 

    就労定着支援に関しては、国保連データによると、平成 30年 10月現在、

事業所数としては 561 事業所、利用者数としては 3,495 人となっていると

ころであるが、就労移行支援事業所が 3,303 事業所（平成 30 年 10 月現在）

であることも踏まえれば、全ての就労移行支援事業所において実施できる

体制が整っていないと考えられる。職場定着をより一層推進していくため

には、一般就労の訓練の段階から携わっていた職員による定着支援がより

効果的であるとのご意見もあることから、できる限り全ての就労移行支援

事業所において取り組んでいただくよう都道府県等においても働きかけ

ていただきたい（再掲）。 

    改めて、障害者就労において、一般就労後の職場定着が重要であること

は論をまたないところである。一般就労への移行の促進と就労定着支援の

体制整備は地域において両輪で進めていかなくてはならない課題であり、

仮に、就労定着支援の体制整備が十分に進まない地域があるとすれば、自

立支援協議会等において地域の関係者と早急にこの課題を共有するなど、

地域をあげた対応をお願いしたい。 

 

⑤ 在宅においてサービスを利用する場合の取扱い 

    ＩＣＴを活用して在宅勤務するテレワークが普及してきており、テレワ

ークの活用は、障害者の就労の可能性を広げる選択肢の１つとなりうるも
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のであることから、今般、在宅での就労に向けた支援や、様々な要因によ

り通所による利用が困難な障害者に対する一般就労に向けた支援を行っ

ていくため、平成 27 年度から就労移行支援においても在宅による利用を

認めているところである。 

    平成 30 年度からは、離島等に居住している在宅利用者に対しては、以

下を満たす場合には、基本報酬の算定を可能とすることとしている。 

 

（離島等に居住している利用者に対する在宅利用時の要件緩和） 

 ・ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン

等のＩＣＴ機器の活用により、評価等を 1 週間につき１回は行うこと。 

・ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち１日は事業

所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居

宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 

（注）離島等とは次のいずれかの地域とする。 

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に

より指定された離島振興対策実施地域 

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第

一条に規定する奄美群島 

三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第

二項の規定により指定された特別豪雪地帯 

四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する

辺地 

五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定によ

り指定された振興山村 

六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第

四条第一項に規定する小笠原諸島 

七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定によ

り指定された半島振興対策実施地域 

八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促

進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する

特定農山村地域 

九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第

一項に規定する過疎地域 

十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規

定する離島 

 

    また、自治体によっては以下のような場合においても、在宅での就労移

行支援の利用を認め、在宅雇用につなげている事例もあるので、一億総活

躍社会の実現のためにも、柔軟な対応をお願いしたい。【関連資料 15】 
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   （通所の困難性があるとして在宅での利用を支給決定した事例） 

    ・ 就労先を求め何度もハローワークを訪れ、就労受け入れ可能なとこ

ろを探したが、車いす使用のため、通勤可能な場所での受け入れ企業

が見つからず就労をあきらめかけていたが、在宅で就労が出来る事を

知り、本人の強い就労意欲もあり在宅での就労移行支援の利用が認め

られた 

    ・ 居住地の通勤圏内において、障害者枠での求人を探したが求人企業

がなく、在宅での就労移行支援を行っている事業所へ相談。当事業所

において管轄内のハローワークで求人企業を検索したがなし。しかし

ながら、当事者の就労意欲やご家族の就労についての願いが強かった

ため、通勤圏外企業への在宅雇用の可能性を市町村担当者へ状況説明

した結果、在宅での就労移行支援の利用が認められた 

 

   （参考ＵＲＬ：在宅における就労移行支援事業ハンドブック） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengok

yokushougaihokenfukushibu/0000084414.pdf 

 

 

（２）障害者の就労支援に係る予算について 

   障害者の就労支援に係る予算事業（工賃向上計画支援等事業、障害者就

業・生活支援センター事業、就労移行等連携調整事業）については、平成

29 年度から地域生活支援事業費等補助金のうち、国として促進すべき事業

として「地域生活支援促進事業」に位置づけた上で実施している。 

特に、来年度については、基本事業において、新たに販路拡大のための

商談会等を実施することをメニューに加えるとともに、特に就労継続支援

Ａ型における経営改善支援について全都道府県で取り組めるように予算を

確保している。 

   また、平成 31 年度においも工賃向上計画支援等事業の特別事業として、

以下の①から③を実施することとしているので、引き続き活用を検討してい

ただきたい。【関連資料 16】 

   さらに、事業実施に当たっては、その効果検証についても併せて実施し、

各都道府県においても事業内容の不断の改善等に努めていただきたい。なお、

特に工賃向上計画支援等事業については、国でも各都道府県における事業効

果を把握することとしているのでご協力をお願いしたい。 

 

① 農福連携の推進について 

農福連携については、農業分野での障害者の就労を支援し、就労継続

支援Ｂ型事業所等における工賃水準の向上を図るだけでなく、農業の支

え手の拡大にもつながるものである。 
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このため、厚生労働省では農林水産省とも連携し、国主催で農福連携

マルシェやセミナー等を実施してきたところであるが、平成 28 年度から

は、地域で取り組むことがより効果的であることから、工賃向上計画支

援事業の特別事業として「農福連携による就農促進プロジェクト」とし

て、都道府県が事業を実施できるようにしている。 

当該事業は、農業に関するノウハウを有していない就労継続支援Ｂ型

事業所等に対し、農業技術に係る指導・助言や６次産業化に向けた支援

を実施するための専門家の派遣等に係る経費や、農業に取り組む障害者

就労施設による農福連携マルシェの開催等に係る経費に対して補助する

ものであり、補助率は 10／10 となっている。 

平成 30 年度は、42 道府県において当該事業を活用していただいている

が、ニッポン一億総活躍プランや働き方改革実現会議決定で掲げられて

いる「農福連携」をより一層推進していくため、平成 31 年度においては、

平成 30 年度に実施していない都道府県においても積極的に活用していた

だくとともに、常に障害者の工賃・賃金の向上を意識した取組を実施し

ていただきたい。 

なお、厚生労働省と農林水産省では、福祉目的で農作業に取り組む際

に活用できる主な支援策を紹介するパンフレット「福祉分野に農作業を

～支援制度などのご案内～（第六版）」を作成しており、この中には、農

業分野における障害者就労に関する各種情報等を記載するなど、今後、

農業分野への参入を考えている障害福祉関係者にとって参考となること

から、管内の市区町村及び障害者就労施設等に対し広く周知願いたい。 

   【関連資料 17】 

 

  （参考ＵＲＬ：福祉分野に農作業を～支援制度などのご案内～） 

   http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/attach/pdf/kourei-4.pdf 

 

② 共同受注窓口による情報提供体制の構築等について 

平成 28 年度から工賃向上計画支援等事業の特別事業において、共同受

注窓口において自治体、障害者関係団体、障害者就労施設、企業等によ

る協議会を設置することにより、障害者就労施設が提供する物品等の情

報提供体制の整備や、新たな官公需や民需の創出を図る取組等に対し、

補助率 10／10 で実施可能としているので、積極的に活用いただきたい。 

 

③ 在宅就業の支援体制の構築に向けたモデル事業について 

    仕事をする意欲と能力はあるものの、就労時間や移動に制約があるなど

の事情で一般就労や施設利用が困難な障害者もいることから、在宅障害者

に対するＩＣＴを活用した就業支援体制を構築するモデル事業を実施し、

在宅障害者が能力等に応じて活躍できる支援体制を構築するために、平成

29 年度から工賃向上計画支援事業の特別事業として実施している。 
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    当該事業においては、地域の実情に応じ、以下のことに取り組んでいた

だき、地域での在宅就業の支援体制を構築していただきたいと考えている

ので、都道府県の積極的な活用をお願いしたい。 

・在宅就業を希望する障害者に対するＩＣＴ技術等のスキルアップ支援 

・在宅就業の障害者に対する仕事の発注促進など企業への普及・啓発 

・発注企業の開拓・企業に対する発注への相談支援 

・企業が安心して在宅就業の障害者に仕事を発注できる体制の構築 

（在宅就業の障害者と企業から発注された仕事のマッチング） 

・在宅就業の障害者が発注した仕事を支援する体制の構築 等 

    また、こうした取組を行うに当たっては、検討会を開催するとともに、

在宅障害者の実態やニーズ調査等を十分に行った上で事業に取り組んで

いただくことが望ましい。 

 

④ 就労移行等連携調整事業の活用について 

    障害者が地域において、あらゆる活動に参加できる共生社会を実現する

ためには、障害者が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援

することが必要であり、働くことを希望する障害者が、一般企業や就労継

続支援事業所など、それぞれの能力に応じた働く場に円滑に移行できるよ

う支援することが重要である。 

このため、特別支援学校の卒業生や就労継続支援事業の利用者等に対

し、就労面に係るアセスメントを実施するとともに、相談支援事業所や

就労系障害福祉サービス事業所等の様々な支援機関との連携のためのコ

ーディネートを行い、障害者の能力に応じた就労の場への移行を支援す

るための就労移行等連携調整事業を平成 27 年度から実施しているので、

各都道府県においては引き続き活用を検討していただきたい。 

   【関連資料 18】 
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９ 強度行動障害を有する者等に対する支援について 

 

（１）強度行動障害支援者養成研修の計画的な実施 

強度行動障害を有する者は、自傷、異食、他害など、生活環境への著し

い不適応行動を頻回に示すため、支援が困難であり虐待につながる可能性

が高い。しかし、適切な支援により状態の改善が見込まれることから、専

門的な研修により適切な支援を行う従事者を養成することが重要である。 

このため、平成 25 年度に、強度行動障害を有する者に対する支援を適切

に行う者を養成する「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」を創設し

たところである。 

さらに、平成 26 年度には、「強度行動障害支援者養成研修（実践研修）」

を創設し、強度行動障害を有する者に対する適切な支援計画を作成するこ

とが可能な職員の養成を行うこととしたところである。 

これらの研修の修了者については、平成 27 年度報酬改定において、短期

入所、施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害

者支援加算等の算定要件としているところであるが、平成 30 年度障害福祉

サービス等報酬改定において、生活介護、計画相談支援、児童発達支援、

放課後等デイサービスについても当該加算を創設したことから、各都道府

県におかれては、研修の実施について更なる積極的な取組をお願いしたい。 

なお、これらの加算の算定要件の経過措置については、平成 31 年３月 31

日まで延長することとしているが、「重度障害者支援加算及び強度行動障害

児特別支援加算に係る経過措置の終了について」（平成 31 年２月 27 日事務

連絡）においてご連絡したとおり、当該研修の受講状況等を踏まえて、当

該日をもって終了とするので、各都道府県におかれては必要な養成者が受

講できるよう遺漏のないように対応をお願いする。 

また、地域生活支援事業の「地域生活支援促進事業」に位置付けられて

いる「強度行動障害支援者養成研修事業」や、「障害福祉従事者の専門性向

上のための研修受講促進事業」を活用し、本研修を積極的に実施していた

だくようお願いする。 

今後の予定としては、近日中に各都道府県に対し平成 31 年度の両事業に 

係る要望見込額の提出を依頼し、申請手続までに事前調整を行うこととして 

いるので、予めご承知おき願いたい。 

また、これらの研修の指導者を養成するための研修（指導者研修）につ

いては、平成 31 年度においても独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園が実施する予定であり、６月４日・５日（基礎研修）、６月６日・

７日（実践研修）に国立障害者リハビリテーションセンター学院において

研修を開催する予定である。正式な依頼等については改めて連絡させてい

ただくので、受講者の推薦等ご協力をお願いする。 
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（２）強度行動障害支援者養成研修のカリキュラム等の見直し 

平成 25 年度から「強度行動障害支援者養成研修」を実施しているが、５

年以上経過していることから、更なる質の高い、かつ、より専門的で効果

的なカリキュラムが求められているところである。また、研修内容につい

ては均一な研修水準とすることが課題となっている。 

今後、「強度行動障害支援者養成研修の効果的な研修カリキュラム及び運

営マニュアルの作成に関する研究（平成 30 年度障害者総合福祉推進事業）」

や「強度行動障害支援者養成研修の効果的な研修実施のための教材開発等

に関する研究（平成 31 年度障害者総合福祉推進事業）」を踏まえ、現行の

カリキュラムの見直しやテキスト等の検討、作成を予定しているので、詳

細は来年度以降にお知らせするが、あらかじめご承知おき願いたい。 

 

 

（３）強度行動障害を有する者に対する対応について 

   現在、障害支援区分の認定にあたっては、認定調査項目の判断基準の留意 

点として「行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬等の 

頻度を含め判断する」こととしており、そのため、「行動上の障害が現れた 

場合」と「行動上の障害が現れないように支援している場合」は同等の評価 

となる。 

認定調査についてはこうした点に留意し、また、調査対象者本人、支援者 

双方から聞き取りを行うように努める等、再度、障害支援区分認定に係る趣 

旨をご理解いただき、遺漏なき取扱いがなされるようにお願いする。 

 

 

（４）介護職員等による喀痰吸引等の実施等 

障害福祉サービス事業所等が、自らの事業の一環として喀痰吸引等を行

うために、都道府県知事に登録を行う登録特定行為事業者については、登

録を進めていただいているところであるが、地域において喀痰吸引等を行

う事業所が身近にないなどの声も聞かれることから、各都道府県におかれ

ては、管内市町村とも連携し、医療的ニーズがある障害者等が引き続き住

み慣れた場所で適切な障害福祉サービスが受けられるよう、登録特定行為

事業者の登録を促すなどご配意願いたい。  
なお、平成 29 年度における各都道府県の喀痰吸引等研修（第３号研修）

の実施状況調査について、各都道府県の協力により実施させていただいた

ところであるが、調査結果については厚生労働省ホームページで近日中に

お示しする予定である。 

本調査については、平成 30 年度分も引き続き実施する予定であるが、調

査項目等の見直しを検討した上で、来年度中に調査票を送付する予定であ

るのでご協力方お願いする。 
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 また、現在、「介護職員による喀痰吸引等のテキスト等の作成に係る調査 

研究（平成 30 年度障害者総合福祉推進事業）」を実施しているところである 

が、当該調査研究を踏まえ、今後、現行のテキスト（第３号研修）の改訂を 

行い、各都道府県、関係団体等に周知する予定であるのでご承知おき願いた 

い。 

 

 

（５）精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修について 

   精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図る上での現状や 

課題として、長期入院精神障害者の地域移行に伴い必要となる障害福祉サー 

ビス・介護保険サービスの量と質を確保していく必要がある。 

   また、高齢の精神障害者の地域移行に関しては、介護保険による対応が必 

要となるケースが多いが、障害福祉分野と介護保険分野の双方の従事者にお 

いて、精神障害者を支援するノウハウ・知見が必ずしも十分でないところで 

ある。 

ついては、各自治体（県レベル・市町村レベル）における、両分野の連携 

を進めることが必要であり、現在、障害福祉制度における都道府県地域生活 

支援事業の任意事業として、「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ 

研修」を実施しているところであるが、今後、さらに両分野の従事者に対す 

る精神障害者への理解や関係機関との連携の促進に向けた実効性の高い研 

修等の検討を行う観点から、平成 30 年度障害者総合福祉推進事業において、 

（一社）日本介護支援専門員協会が「精神障害者の地域生活支援に係る、介 

護支援専門員・介護福祉士等の研修ニーズに関する調査」を実施していると 

ころである。 

当該事業の結果を踏まえ、今後上記研修の見直しを行う予定であるが、各 

都道府県におかれては、両分野の担当者で連携して現状を御了知いただくと 

ともに、今後適時情報提供させていただく内容を関係団体や関係機関等に対 

して周知いただき、受講が促進されるよう、協力をお願いする。 
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13 障害児支援について 

 

（１）医療的ケア児等とその家族への支援施策について 

   平成 31 年度予算案においては、従来実施していた「医療的ケア児等コーディネ

ーター養成研修等事業」、「医療的ケア児支援促進モデル事業」等を組み替え、

医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケア児コーディネーターの

配置や地方自治体における協議の場の設置など地方自治体の支援体制の充実を図

るとともに、医療的ケア児とその家族の日中の居場所作りや活動の支援を総合的

に実施する「医療的ケア児等総合支援事業」を創設した。 

   本事業は、都道府県及び市町村を実施主体としており、身近な地域で実施する

事業は市町村、人材育成や広域な支援が必要なものは都道府県で実施する等、地

域の実情にあわせた支援の実施をお願いしたい。【関連資料１】 

 

 

（２）医療的ケア児等医療情報共有事業について 

   医療的ケアが必要な児童等が救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、医師

が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステムを2020年度に運用

開始できるよう、厚生労働省においてシステムの改修を行っているところ。 

システムの運用に当たっては、各地方自治体で把握している医療的ケアが必要な児

童等のいる家庭への周知依頼を予定しているため、その際には協力をお願いしたい。

【関連資料２】 
 

 

（３）医療的ケア児等に関するホームページの創設 

   厚生労働省の HP に、医療的ケア児とその家族に対する支援政策について、平成

30 年 12 月から新たに厚生労働省内の関係部局、関係府省の施策等を横断的に紹

介するページを開設した。 

   本 HP には、地方自治体における医療的ケア児のための保健・医療・福祉・教育

等の関係機関の協議の場の設置状況や支援のための取組等についても掲載してい

るので参考にされたい。 

   今後、より多くの情報を本 HP 上に掲載し、国における医療的ケア児に関する政

策の動向について情報発信していく予定である。【関連資料３】 

 

（掲載場所） 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 >  

医療的ケア児等とその家族に対する支援施策 
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（４）支援が必要な障害児等に対する防災体制について 

   災害対策基本法に基づき、市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災

害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で

あって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するもの（以下「避

難行動要支援者」という。）の把握に努めることとされており、また、避難行動要支

援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎と

なる名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）の作成が義務付けられている。 

市町村において、支援が必要な障害児（医療的ケア児、重症心身障害児を含む）等

を把握し、避難行動要支援者として支援対象から漏れることのないように配慮いただ

きたい。 

また、平常時から、個別に、避難行動要支援者やその支援者（家族等）と災害時の

避難手段、避難先、医療の確保等について具体的な打合せを行いながら、個別計画を

策定するようお願いする。 

特に、医療的ケアを必要とする場合は、災害時における医療機器（人工呼吸器・吸

引器等）の電源の確保が重要な課題であることから、日頃からバッテリーや非常用電

源の確保について確認を行い、災害時に備えるよう周知願いたい。 

災害発生等により避難所等で生活する障害児者とその家族への支援に当たっては、

障害特性等により特段の配慮が必要となることから、「避難所等で生活する障害児者

への配慮事項等について」（平成30年７月10日事務連絡）を参考にされたい。なお、

発達障害情報・支援センターにおいて、災害時の発達障害児者への対応や相談窓口を

掲載したリーフレットをホームページに掲載し、災害時における発達障害児者とその

家族への支援について周知を図っている。 

 

 

（５）障害児入所施設の在り方に関する検討会について 

障害児入所施設については、平成 24 年の児童福祉法改正時に「福祉型」、「医

療型」に再編され、平成 26 年の障害児支援の在り方に関する検討会において施設

の機能等について一定の整理がなされたところ。 

こうした状況を踏まえつつ、現在の障害福祉施策や社会的養護施設等の動向、さ

らには障害児入所施設の実態を考慮しつつ、障害児入所施設の在り方に関する検

討を行うため、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催した。本検討

会は本年 12 月頃までに取りまとめを予定しており、都道府県、指定都市、児童相

談所設置市におかれては、議論の実施に向けた調査等への協力をお願いする。 

なお、福祉型障害児入所施設における過齢児の地域移行について、引き続き対応

をお願いする。【関連資料４】 

 

 

（６）放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組について 

放課後等デイサービスの運用状況については、平成 30 年 11 月 14 日付け事務連

絡「「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」に係るフォローアップ等
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について」において、調査にご協力いただいたところ。 

本調査の結果については、平成 30 年 12 月 27 日付け事務連絡「放課後等デイサ

ービスの運用改善に向けた取組」においてお知らせしている通りであるので、引

き続き、放課後等デイサービスの適切な運営の推進をお願いする。【関連資料５】 

 

 

（７）障害児通所支援サービスにかかる迅速な支給決定について 

市区町村が実施する障害児通所支援の給付事務については、事務マニュアル「障

害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づき、申請に係る児童

が給付の対象となる障害児であるかどうか確認を行っていただいているところ。 

市区町村の事務の実施にあたっては、サービスを必要とする障害児に適切かつ

速やかに給付決定が行われることが重要であることを踏まえ、昨年「「障害児通

所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づく障害の有無の確認につい

て」（平成 30 年 11 月 15 日付け事務連絡）を発出したところ。都道府県におかれ

ては、管内市区町村において引き続き地域のニーズに応じた柔軟な対応にご配慮

いただけるようお願いする。【関連資料６】 

 

 

（８）障害児通所支援事業所における緊急時の対応について 

野田市の児童虐待による死亡事案を受け、「学校、保育所、認定こども園及び

認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」（平

成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教

育局長・厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長通知）及び

「児童虐待防止対策に係る学校等・教育委員会等と市町村・児童相談所との連携

の強化について」（平成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官・

文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局障害保

健福祉部長通知）が発出され、市町村又は児童相談所への児童虐待防止に係る資

料及び情報の提供を行う施設について、障害児通所支援事業所（児童発達支援事

業所等）も対象とされたところ。 

また、障害児通所支援事業所における利用頻度が低い幼児児童生徒等、または

利用が不定期である幼児児童生徒等の取扱いについては、「障害児通所支援事業

所における緊急時の対応について」（平成 31 年２月 28 日付け厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）においてお示ししている。 

都道府県におかれては、管内市町村及び市町村管内の障害児通所支援事業所に、

指定都市及び児童相談所設置市にあっては、管内の障害児通所支援事業所に、そ

れぞれ周知をお願いする。【関連資料７】 
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関連資料５ 

 

事 務 連 絡 

平成 30 年 12 月 27 日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害児支援担当 御中 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課障害児・発達障害者支援室 

 

放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

平成 30 年 11 月 14 日付け事務連絡「「放課後等デイサービスの運用改善に向けた

取組」に係るフォローアップ等について」については、短時間の作成にご協力いた

だきありがとうございました。別添の通り、取りまとまりましたのでお知らせいた

します。 

引き続き、放課後等デイサービスの適切な運営の推進にご協力賜りますようお願

いいたします 

 

 

 

 

別添：「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」に係るフォローアップ調

査の概要について 

- 241 -



放課後等デイサービスの運用状況について 

平成 30 年１２月２７日 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課障害児・発達障害者支援室 

 

（調査の経緯） 

 平成 30 年度の障害報酬改定に伴う放課後等デイサービスの運営状況について、本年 5

月に実施した「平成 30 年度放課後等デイサービス事業の報酬改定等に係る事業所影響調

査」により、特に支援を必要とする児童を 50％以上受け入れている「報酬区分１」に分類され

た事業所の割合について、自治体間のバラツキがあることが明らかになった。 

こうしたことから、厚生労働省では、平成 30 年 7 月 26 日に事務連絡を発出し、「保護者

等からの聴き取りを行うことなく書面のみで判定を行った児童」等について、新指標に基づく再

判定等を実施するよう、全国の都道府県・指定都市に依頼したところ。 

今般、こうした取組を受けた放課後等デイサービスの運用状況を把握するため、全国の都

道府県・指定都市を通じて、平成 30 年 10 月 1 日現在の管内放課後等デイサービスの状

況について調査を実施した。（全都道府県・指定都市から回答済み） 

 

（調査結果） 

１． 事業所数の推移等について 

 

事業所数 

（平成 30 年 3 月末現在） 

新設届提出事業所 

（平成 30 年 4 月 1 日～9 月末） 

廃止・休止届提出事業所 

（平成 30 年 4 月 1 日～9 月末） 

事業所数 

（平成 30 年 9 月末現在） 

12,332 か所 1,346 か所 369 か所 13,346 か所 

※新設届、廃止・休止届の提出月と実際の新設・廃止・休止月が異なるため、合計数は一致

しない。 

 

平成 30 年 4 月～9 月末日の間に、廃止・休止届を提出した事業所数は 369 か所であり、

主な廃止・休止理由は「人員配置基準を満たせない」「その他（事業所統合等）」となっている。 

 

事業所数 
児発管等の人員配置基

準を満たせない 

利用児童が 

集まらない 

基本報酬の 

見直しの影響 

その他 

(事業所統合等) 

369 か所 130 か所 52 か所 16 か所 174 か所 
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２ 事業所の報酬区分について 

（１）事業所数の推移 

本年 4 月末時点と 10 月 1 日時点で、報酬区分別の事業所数を比較すると、4 月末現在

では、全国の放課後等デイサービス事業所（重心事業所を除く。）11,728 か所のうち、「区分

１」に分類された事業所は 1,775 か所（15.1％）、「区分２」に分類された事業所は 9,953 か

所（84.9％）となっている。一方、10 月 1 日現在では、事業所 12,957 か所のうち「区分１」に

分類された事業所 2,378 か所（18.4％）、「区分２」に分類された事業所 10,579 か所

（81.6％）となっている。 

 

（２）所在地による違い 

10 月 1 日現在について、事業所の所在地が指定都市か否かの別でみると、指定都市に

所在する事業所は全部で 3,327 か所であり、このうち区分１の割合が 22.0％、区分 2 の割

合が 78.0％となっている。また、指定都市以外に所在する事業所は全部で 9,630 か所であ

り、区分１の割合が 17.1％、区分 2 の割合が 82.9％となっている。 

 

  

1,775 2,378 

9,953 10,579 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

4月末現在 10月1日現在

事業所数の推移

区分1 区分2

15.1％

81.6％

18.4％

事業所数：11,728か所 事業所数：12,957か所

22.0%

78.0%

報酬区分の割合
（指定都市に所在する事業所）

区分1 区分2

事業所数：3,327か所

17.1%

82.9%

報酬区分の割合
（指定都市以外に所在する事業所）

区分1 区分2

84.9％ 

事業所数：9,630 か所 
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（３）市区町村による違い 

管内に 5 か所以上の事業所がある市区町村について、管内の全事業所に占める区分 1

事業所の割合を比較すると、4 月末現在では、区分 1 事業所の割合が 20％未満の市区町

村数は 333（76.9％）、20％以上 50％未満の市区町村数は 84（19.4％）、50％以上の市

区町村数は 16（3.7％）となっている。 

一方、10 月 1 日現在では、区分１事業所の割合が 20％未満の市区町村数は 350

（63.8％）、20％以上 50％未満の自治体数は 150（27.3％）、50％以上の自治体数は 49

（8.9％）となっている。 

 

 
 

  

76.9%
63.8%

19.4%
27.3%

3.7% 8.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

4月末現在 10月1日現在

管内に5か所以上の事業所がある市区町村における
管内の全事業所に占める区分1事業所の割合

20％未満 20％以上50％未満 50％以上
市区町村数：433 市区町村数：549
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３ 再判定の実施状況について 

7 月 26 日付事務連絡「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」を踏まえ、9 月

末までの間に再判定を実施した自治体（対象児童がいない自治体を除く）の割合は、指定都

市で 60.0％、指定都市以外の市区町村では 26.3％となっている。

 

再判定を行わなかった理由（複数回答） 

4 月当初から事務連絡の留意事項を踏まえた判定を行っており、

改めて再判定を行う必要がなかった 

810 自治体 

事業者等から再判定の申出を呼び掛けたが、申出がなかった 151 自治体 

事務連絡が発出される前に、すでに自治体の判断で再判定を行

っていた 

98 自治体 

その他（誕生月等の受給者証更新時に順次再判定を実施 等） 204 自治体 

 

60.0%
40.0%

再判定の実施状況
（指定都市）

実施した 実施しなかった

自治体数：20

26.3%

73.7%

再判定の実施状況
（指定都市以外の市区町村）

実施した 実施しなかった
自治体数：1,562
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関連資料６ 
事 務 連 絡 

平成 30 年 11 月 15 日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害児支援担当 御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課障害児・発達障害者支援室 

 

「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づく 

障害の有無の確認について 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

市区町村が実施する障害児通所支援の給付事務については、事務マニュアル「障

害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に基づき、各市町村において、 

 

① 障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 

② 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類 

③ 手帳を有しない又は手当等を受給していない場合、市町村は、当該児童が療育・

訓練を必要とするか否かについて、市町村保健センター、児童相談所、保健所等

に意見を求めることが望ましいものとする。その際の障害の有無の確認に当たっ

ては、年齢等を考慮して、必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援

の必要性が認められればよいものとする。 

また、難病を有する児童として支給申請があった場合、対象となる疾病の範囲

や症状については障害者と同様の取扱いとなるため、「難病患者等に対する障害

支援区分認定」（認定マニュアル）を参考にしながら、医師の診断書のほか、必要

に応じ、難病相談・支援センターや関係機関への照会により確認する。 

 

等の方法により、申請に係る児童が給付の対象となる障害児であるかどうか確認を

行っていただいているところです。 

 

市区町村の事務の実施にあたっては、サービスを必要とする障害児に適切かつ速

やかに給付決定が行われることが重要であることを踏まえ、上記①から③以外の方

法による確認も含め、地域のニーズに応じた柔軟な対応にご配慮いただけるよう、

管内市区町村に改めて周知をお願いいたします。 

本件照会先 

障害保健福祉部障害福祉課 

障害児・発達障害者支援室 障害児支援係 

ＴＥＬ 03-5253-1111（内線 3037，3102） 
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府 子 本 第 189 号 

30 文科初第 1616 号 

子発 0228 第２号 

障発 0228 第２号 

平成 31 年２月 28 日 

 

都 道 府 県 知 事 

都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

指 定 都 市 市 長 

指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

中 核 市 市 長 

児 童 相 談 所 設 置 市 市 長 

附属学校を置く国立大学法人学長 

各 附属学校を置く公立大学法人学長  殿 

小中高等学校を設置する学校設置会社 

を所管する構造改革特別区域法第 12 条 

第１項の認定を受けた地方公共団体の長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

高等専門学校を設置する地方公共団体の長 

高等専門学校を設置する公立大学法人の理事長 

高等専門学校を設置する学校法人の理事長 

  

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（公印省略） 

文部科学省総合教育政策局長 

（公印省略） 

文部科学省初等中等教育局長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（公印省略） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（公印省略） 

 

 

児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について 

 

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたどっており、

関連資料７ 
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子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題となってい

る。 

このような状況から、学校等（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校、保育所、地域型保育事業所、認定こども

園、認可外保育施設（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の２第１項に規定する施設を

いう。）及び障害児通所支援事業所をいう。以下同じ。）及びその設置者や市町村・児童相談所等の

関係機関に対しては、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年７月 20 日児

童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）等を踏まえた対応をお願いしているところであるが、

本年１月に千葉県野田市で発生した小学校４年生死亡事案を受け、「「児童虐待防止対策の強化に向

けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」（平成 31 年２月８日児童虐待防止対策に関する

関係閣僚会議決定）が決定され、児童相談所及び学校における子どもの緊急安全確認を実施するな

ど緊急点検を実施し、抜本的な体制強化を図ることとされた。 

こうした対応を受け、増加する児童虐待に対応するため、とりわけ、学校等における児童虐待の

早期発見・早期対応、被害を受けた子どもの適切な保護等について、学校等及びその設置者と市町

村・児童相談所が連携した対応が図られるよう、下記に掲げる取組の徹底を改めてお願いする。 

なお、児童虐待への対応に当たっては、 

・学校等においては、児童虐待の早期発見・早期対応に努め、市町村や児童相談所等への通告や情

報提供を速やかに行うこと 

・児童相談所においては、児童虐待通告や学校等の関係機関からの情報提供を受け、子どもと家 

族の状況の把握、対応方針の検討を行った上で、一時保護の実施や来所によるカウンセリング、

家庭訪問による相談助言、保護者への指導、里親委託、児童福祉施設への入所措置など必要な支

援・援助を行うこと 

・市町村においては、自ら育児不安に対する相談に応じるとともに、市町村に設置する要保護児童

対策地域協議会の調整機関として、支援を行っている子どもの状況把握や支援課題の確認、並

びに支援の経過などの進行管理を恒常的に行い、自ら相談支援を行うことはもとより関係機関

がその役割に基づき対応に当たれるよう必要な調整を行うこと 

・警察においては 110 番通報や児童相談所等の関係機関からの情報提供を受け、関係機関と連携

しながら子どもの安全確保、保護を行うとともに、事案の危険性・緊急性を踏まえ、事件化すべ

き事案については厳正な捜査を行うこと 

等といった固有の責務を関係機関それぞれが有しており、こうした責務を最大限に果たしていくこ

とを前提として下記の連携などの取組を進めることが必要である。 

  

都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、都道府県教育委員会・指定

都市教育委員会においては管内市区町村教育委員会、所管の学校及び関係機関へ、指定都市・中核

市・児童相談所設置市においては関係機関へ、附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人にお

いては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機構並びに高等専門学校を設置する地方公共団

体、公立大学法人及び学校法人においてはその設置する学校へ、構造改革特別区域法第 12条第１項

の認定を受けた地方公共団体においては認可した学校へそれぞれ周知いただきたい。 

なお、本通知については、警察庁生活安全局と協議済であることを申し添える。 
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記 

 

 

１．今回事案を踏まえて対策の強化を図るべき事項 

 

（１） 要保護児童等の通告元に関する情報の取扱いについて 

市町村・児童相談所においては、保護者に虐待を告知する際には子どもの安全を第一とす

るとともに、通告者保護の観点から、通告元（児童虐待の防止等に関する法律第６条第１項

に規定する児童虐待に係る通告を行った者をいう。）は明かせない旨を保護者に伝えること

を徹底すること。 

 

（２）要保護児童等の情報元に関する情報の取扱いについて 

学校等及びその設置者においては、保護者から情報元（虐待を認知するに至った端緒や経

緯をいう。以下同じ。）に関する開示の求めがあった場合は、情報元を保護者に伝えないこ

ととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応すること。 

さらに、市町村・児童相談所においては、子どもの安全が確保されない限り、子どもから

の虐待の申し出等の情報元を保護者に伝えないこと。 

現に、保護者との関係等を重視しすぎることで、子どもの安全確保が疎かになり、重大な

事態に至ってしまう事例が生じていることに十分留意すべきである。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『２新たなルールの設定』＞ 

 

（３）保護者からの要求への対応について 

   学校等は、保護者が、児童虐待の通告や児童相談所による一時保護、継続指導等に関して不

服があり、保護者から学校等に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、複

数の教職員等で対応するとともに、即座に設置者に連絡した上で組織的に対応すると同時に、

設置者と連携して速やかに市町村・児童相談所・警察等の関係機関や弁護士等の専門家と情報

共有することとし、関係機関が連携して対応すること。 

学校等の設置者は、保護者が、児童虐待の通告や児童相談所による一時保護、継続指導等に関

して不服があり、保護者から学校等又はその設置者に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予

想される場合には、児童相談所・警察等の関係機関や弁護士等の専門家と情報共有することと

し、関係機関が連携して対応すること。 

また、学校等又はその設置者と関係機関が連携して対応した結果については、要保護児童対策

地域協議会（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 25 条の２に規定する要保護児童対策地

域協議会をいう。以下同じ。）において、事案を共有し、今後の援助方針の見直し等に活用する

こと。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『２新たなルールの設定』＞ 

 

（４）定期的な情報共有に係る運用の更なる徹底について 

学校等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供については、本通知と同日付けで「学
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校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に

ついて」（平成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省総合教育政策局

長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を発出し、要保護児童等（要保護児童対策地域協議会

において、児童虐待ケースとして進行管理台帳に登録されており、学校等に在籍する子ども。）

の出欠状況や欠席理由等について、学校等から市町村又は児童相談所へ定期的に情報提供を行

うこととし、その適切な運用をお願いしたところである。 

当該通知の運用に当たっては、当該要保護児童等に関して、不自然な外傷、理由不明の欠席が

続く、虐待の証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環境の変化など、新たな児童虐待の兆候や状

況の変化等を把握した時は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、市町村又は児童相談所へ

情報提供又は通告すること及び学校等又はその設置者から情報提供を受けた市町村又は児童相

談所は、当該学校等又はその設置者から更に詳しく事情を聞き、組織的に評価した上で、状況確

認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行うこととともに「児童虐待防止対策の強化に向

けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と情報共有することについて、徹底されたい。 

また、学校等は保護者等から要保護児童等が学校等を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理

由について説明を受けている場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き

続き７日以上欠席した場合（不登校等による欠席であって学校等が定期的な家庭訪問等により

本人に面会でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校等が医療機関等

からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。）には、定期的な情報提供の期日を待

つことなく、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供することについても、徹底されたい。

（なお、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として当該障害児通所支援事業

所をほぼ毎日利用している子どもを想定しているが、障害児通所支援事業所の利用頻度が低い

又は利用が不定期である子どもについては、本取扱いに準じた取扱いとすることとし、具体的な

内容については、別途お示しする。） 

その際、学校等又はその設置者から情報提供を受けた市町村又は児童相談所は、当該学校等又

はその設置者から更に詳しく事情を聞き、組織的に評価した上で、状況確認、主担当機関の確

認、援助方針の見直し等を行うとともに、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を

踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

※詳細は、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的

な情報提供について」（平成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省総合

教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を参照されたい。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策『関係機関（警察・学校・病院等）間の連携強化』＞ 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『２新たなルールの設定』＞ 

 

（５）児童虐待に関する研修の更なる充実について 

３．（１）記載のような研修の機会を活用するとともに、児童相談所の職員を講師に招くなど

して、研修の充実に努めるほか、学校長等の管理職に対しても、児童虐待に関する具体的な事例

を想定することなどによる実践的な研修に取り組まれたい。 
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＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『３児童相談所、市町村、学校及び教育委員会の抜本的な体制強化』＞ 

 

 

２．ケース対応において留意すべき事項 

 

（１）学校等からの通告・相談における連携 

   市町村・児童相談所は、学校等又はその設置者からの通告は、地域、近隣住民あるいは家族、

親族からの相談とは異なり、通告した機関が特定される可能性が高いことを説明すること。学

校等又はその設置者からは通告の事実を保護者に伝えないようにすること。その際、保護者に

対する対応方法について、市町村・児童相談所と事前に綿密な協議を行った上で、連携した対応

を図られたい。 

＜子ども虐待対応の手引き 第３章通告・相談の受理はどうするか １．通告・相談時に何を確認すべきか  

  （４）通告・相談者別の対応のあり方 ⑥『保育所、学校等からの通告相談』＞ 

 

（２）保護者への告知の方法  

保護者に虐待の告知をすることで、保護者の怒りが子ども本人に向かい、さらなる虐待を誘発

することを避けるよう何よりも注意すること。在宅での援助を続けることを前提に虐待の告知

を行う場合は、子どもの安全は守られるという見通しを持って行うことが不可欠であり、そのた

めには、援助の方向性を示すことで養育を改善することはできると保護者が感じられるような

方針を持って説明をすることなどを心がけること。 

また、虐待の告知をした後、「余計なことは言うな」などと保護者が子どもの口を封じるな

どして、子どもが正直に話さなくなることもあり得るので、その点も念頭に置いて、子どもの

所属する機関（学校等）などと連携しながら子どもの様子に十分な注意を払うこと。 

保護者が虐待の告知を受け止められず、虐待であることを否認して養育態度を改める姿勢が

ないような場合には、子どもの保護を図るなど、在宅での援助という方針自体を再検討しなけ

ればならないこと。 ＜子ども虐待対応の手引き『告知の方法』＞ 

＜子ども虐待対応の手引き 第４章調査及び保護者と子どもへのアプローチをどう進めるか ２．虐待の告知をどうするか 

  （４）告知の方法 ①『虐待通告を受けて在宅で支援する場合の告知』＞ 

 

（３）一時保護解除後の対応 

   一時保護解除等により子どもが家庭復帰した後、児童相談所への来所が滞ったり、家庭訪問

を拒んだり、不在が続くなど支援機関との関係が疎遠になるときは、子どもにとっての危機の

サインであると考える必要があるため、学校等及びその設置者と市町村・児童相談所の間にお

いて、子どもから直接ＳＯＳを出せるような方法を確認しておくとともに、特に学齢期以降の

子どもには関係機関の連絡先を伝えておくよう対応されたい。 

＜子ども虐待対応の手引き 第１０章施設入所及び里親委託中の援助 ５．家庭復帰の際の支援 

  （４）家庭復帰後のケア＞ 
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３．児童虐待防止対策の強化を図るべき事項 

 

（１）児童虐待防止に係る研修の実施について 

児童虐待を発見しやすい立場にある教職員等に対する児童虐待に関する研修の実施を促進さ

れたい。 

学校等及びその設置者におかれては、教職員等が、虐待を発見するポイントや発見後の対応の

仕方等についての理解を一層促進するため、以下の研修について受講を勧奨されたい。 

また、都道府県・市町村におかれては、主催する児童虐待防止に関する各種研修会について、

教職員等の参加を呼びかけ、受講を促進されたい。 

なお、教職員等を対象とした研修事業（国庫補助事業）は以下のとおりであるので、積極的に

活用されたい。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策『児童虐待に関する研修の充実』＞ 

 

○子どもの虹情報研修センター主催 『教育機関・児童福祉関係職員合同研修』 

   学校や教育委員会で児童虐待に携わる者、市町村で児童虐待を担当する者、児童相談所職

員による合同研修 

 

○都道府県主催 『虐待対応関係機関専門性強化事業』 

   地域で活動する主任児童委員、保育所職員、児童養護施設職員、ケースワーカー、家庭相

談員等の子どもの保護・育成に熱意のある者を対象とした児童虐待等に関する専門研修。 

 

  （以上） 
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府 子 本 第 1 9 0 号 

30 文科初第 1618 号 

子 発 0228 第 ３ 号 

障 発 0228 第 ３ 号 

平成 31 年２月 28 日 

 

 

    都 道 府 県 知 事 

     都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

    指 定 都 市 市 長   

     指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

中 核 市 市 長 

    児 童 相 談 所 設 置 市 市 長 

      附属学校を置く国立大学法人学長 

各    附属学校を置く公立大学法人学長  殿 

     小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所管する構造改革特別区域法第 12 条 

第 1 項の認定を受けた地方公共団体の長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

高等専門学校を設置する地方公共団体の長 

高等専門学校を設置する公立大学法人の理事長 

高等専門学校を設置する学校法人の理事長 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（公印省略） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（公印省略） 

 

 

学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定

期的な情報提供について 
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 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたど

っており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題となって

いる。 

こうした中、平成 30 年３月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を受けて、「児童

虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年７月 20 日児童虐待防止対策に

関する関係閣僚会議決定）に基づき、学校、保育所等と市町村、児童相談所との連携の

推進を図るため、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児

童相談所への定期的な情報提供に関する指針」に基づく運用をお願いしているところで

あるが、本年１月に千葉県野田市で発生した小学校４年生死亡事案を踏まえ、今般、「学

校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的

な情報提供に関する指針」（別添）を定め、一層推進すべき取組として周知徹底を図る

ものであるので、適切な運用を図られたい。 

都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、都道府県教育委

員会・指定都市教育委員会においては管内市区町村教育委員会、所管の学校及び関係機

関へ、指定都市・中核市・児童相談所設置市においては関係機関へ、附属学校を置く国

立大学法人及び公立大学法人においては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機

構並びに高等専門学校を設置する地方公共団体、公立大学法人及び学校法人においては

その設置する学校へ、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体

においては認可した学校へそれぞれ周知いただきたい。 

なお、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所

への定期的な情報提供について」（平成 30 年７月 20 日付け内閣府子ども・子育て本部

統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）につ

いては廃止する。 

また、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 245 条の４第１項の規定に

基づく技術的助言であることを申し添える。 
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学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への

定期的な情報提供に関する指針 

 

 

１ 趣旨 

 

 本指針は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校（以下「学校」という。）、保育

所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設（児童福祉法（昭和 22 年法

律第 164 号）第 59 条の２第１項に規定する施設をいう。以下同じ。）及び障害児通

所支援事業所（以下「学校・保育所等」という。）から市町村又は児童相談所（以下

「市町村等」という。）への児童虐待防止に係る資料及び情報の定期的な提供（以下

「定期的な情報提供」という。）に関し、定期的な情報提供の対象とする児童、情報

提供の頻度・内容、依頼の手続等の事項について、児童虐待の防止等に関する法律（平

成 12 年法律第 82 号。以下「虐待防止法」という。）第 13条の４の規定に基づく基本

的な考え方を示すものである。 

 

 

２ 定期的な情報提供の対象とする児童 

 

（１） 市町村が情報提供を求める場合 

要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第 25 条の２に規定する要保護児童対

策地域協議会をいう。以下「協議会」という。）において、児童虐待ケースとして

進行管理台帳（注）に登録されており、かつ、学校に在籍する幼児児童生徒学生、

保育所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設及び障害児通所支援

事業所に在籍する乳幼児（以下「幼児児童生徒等」という。）を対象とする。 

 

（注）進行管理台帳とは、市町村内における虐待ケース等に関して、子ども及び保護者に

関する情報やその状況の変化等を記載し、協議会において絶えずケースの進行管理

を進めるための台帳であり、協議会の中核機関である調整機関において作成するも

のである。 

 

（２） 児童相談所が情報提供を求める場合 

児童相談所（児童福祉法第 12 条に規定する児童相談所をいう。以下同じ。）が

管理している児童虐待ケースであって、協議会の対象となっておらず、かつ、学

校・保育所等から通告があったものなど、児童相談所において必要と考える幼児

（別添） 
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児童生徒等を対象とする。 

 

３ 定期的な情報提供の頻度・内容 

 

（１） 定期的な情報提供の頻度 

 定期的な情報提供の頻度は、おおむね１か月に１回を標準とする。 

 

（２） 定期的な情報提供の内容 

 定期的な情報提供の内容は、上記２（１）及び（２）に定める幼児児童生徒等

について、対象期間中の出欠状況、（欠席した場合の）家庭からの連絡の有無、

欠席の理由とする。 

 

 

４ 定期的な情報提供の依頼の手続 

 

（１）市町村について 

    市町村は、上記２（１）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童生徒

等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、上記

３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載した書

面を送付する。 

 

（２）児童相談所について 

    児童相談所は、上記２（２）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童

生徒等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、

上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載し

た書面を送付する。 

 

 

５ 機関（学校・保育所等を含む。）間での合意 

 

（１）  上記４により、市町村等が学校・保育所等に対し、定期的な情報提供の依頼を

行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう、市町村等と学校・保育所等と

の間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情報提供の仕組みについて合意

した上で、個別の幼児児童生徒等の情報提供の依頼をすることが望ましいこと。 

 

（２）  協定の締結等による機関間での合意に際しては、本指針に掲げる内容を基本
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としつつも、より実効性のある取組となるよう、おおむね１か月に１回程度を標

準としている定期的な情報提供の頻度や、対象となる幼児児童生徒等の範囲に

ついて、定期的な情報提供の内容をより幅広く設定するなど、地域の実情を踏ま

えたものにすること。 

 

（３）  学校は、市町村等と協定の締結等により機関間での合意をしたときは、その内

容等を設置者等（私立学校にあっては当該学校の所轄庁を含む。以下同じ。）に

対しても報告すること。 

 

 

６ 定期的な情報提供の方法等 

 

（１）情報提供の方法 

学校・保育所等は、市町村等から上記４の依頼文書を受けた場合、依頼のあっ

た期間内において、定期的に上記３に定める定期的な情報提供を書面にて行う。 

 

（２）設置者等への報告等 

 学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて設置者等に対し

てもその写しを送付すること。また、市町村等へ定期的な情報提供を行うに際し

ては、地域の実情に応じて設置者等を経由することも可能とする。 

 

 

７ 緊急時の対応 

 

  定期的な情報提供の期日より前であっても、学校・保育所等において、不自然な外

傷がある、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる幼児児童生徒等から虐待

についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環境に変化があったなど、新たな児

童虐待の兆候や状況の変化等を把握したときは、定期的な情報提供の期日を待つこと

なく、適宜適切に市町村等に情報提供又は通告をすること。 

  また、学校・保育所等は保護者等から対象となる幼児児童生徒等が学校・保育所等

を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由について説明を受けている場合であって

も、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合（不

登校等による欠席であって学校・保育所等が定期的な家庭訪問等により本人に面会が

でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校・保育所等が医

療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。）には、定期的な

情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。 
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  なお、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として当該障害児通

所支援事業所をほぼ毎日利用している幼児児童生徒等を想定しているが、障害児通所

支援事業所の利用頻度が低い又は利用が不定期である幼児児童生徒等については、本

取扱いに準じた取扱いとすることとし、具体的な内容については、別途お示しする。 

 

 

８ 情報提供を受けた市町村等の対応について 

 

（１） 市町村について 

①  学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時における

情報提供を受けた市町村は、必要に応じて当該学校・保育所等から更に詳しく

事情を聞くこととし、これらの情報を複数人で組織的に評価する。 

 なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保育所等で

の相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候

をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。 

②  ①の評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら又は関

係機関に依頼して家庭訪問を行う、個別ケース検討会議を開催するなど状況把

握及び対応方針の検討を組織として行うとともに「児童虐待防止対策の強化に

向けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

③  対応が困難な場合には児童相談所に支援を求めるとともに、専門的な援助や

家庭への立入調査等が必要と考えられる場合は、速やかに児童相談所へ送致又

は通知を行う。 

④  協議会においては、市町村内における全ての虐待ケース（上記２（２）の場

合を除く。）について進行管理台帳を作成し、実務者会議の場において、定期的

に（例えば３か月に１度）、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

を行うことを徹底すること。 

 

（２） 児童相談所について 

①  児童相談所が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊

急時における情報提供を受けた場合 

ア 学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時における

情報提供を受けた児童相談所は、必要に応じて当該学校・保育所等から更に詳

しく事情を聞くこととし、これらの情報について援助方針会議等の合議による

組織的な評価を行うとともに、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対

策」を踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保育所等で
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の相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候

をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。 

   イ アの評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら家庭訪

問を行う、個別ケース検討会議の開催を市町村に求めるなど状況把握及び対応

方針の検討を組織として行う。 

   ウ 必要に応じて立入調査、出頭要求、児童の一時保護等の対応をとる。 

②  市町村が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時

における情報提供を受けた場合、市町村の求めに応じて積極的に支援するもの

とする。 

 

 

９ 個人情報の保護に対する配慮 

 

（１） 虐待防止法においては、市町村等から児童虐待に係る情報の提供を求められた

場合、地方公共団体の機関は情報を提供することができると従前から規定されて

いた一方、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児

童福祉施設、学校等は提供できる主体に含まれておらず、これらの機関等が児童

虐待に係る有益な情報を有しているような場合であっても、個人情報保護や守秘

義務の観点を考慮し、情報提供を拒むことがあった。 

児童虐待が疑われるケースについては、児童や保護者の心身の状況、置かれて

いる環境等の情報は、市町村等において、児童の安全を確保し、対応方針を迅速

に決定するために必要不可欠であることから、「児童福祉法等の一部を改正する

法律」（平成 28 年法律第 63 号）においては、地方公共団体の機関に加え、病院、

診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関や

医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は

教育に関連する職務に従事する者（以下「関係機関等」という。）も、児童相談所

長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当

該児童相談所長等が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限

度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供するこ

とができるものとされた。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、

当該資料又は情報に係る児童等又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、この限りでないとされた（虐待防止法第 13 条の４）。 

 

（２） このため、学校・保育所等から市町村等に対して、定期的な情報提供を行うに

当たって、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人

情報保護法」という。）第 16 条及び第 23 条においては、本人の同意を得ない限
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り、①あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱ってはならず、②第三者に個人データを提供してはならないこととされてい

る。しかしながら、「法令に基づく場合」は、これらの規定は適用されないこと

とされており、虐待防止法第 13 条の４の規定に基づき資料又は情報を提供する

場合は、この「法令に基づく場合」に該当するため、個人情報保護法に違反する

ことにならない。 

なお、地方公共団体の機関からの情報提供については、各地方公共団体の個人

情報保護条例において、個人情報の目的外利用又は提供禁止の除外規定として、

「法令に定めがあるとき」等を定めていることが一般的であり、虐待防止法第 13

条の４に基づく情報提供は「法令に定めがあるとき」に該当するため、条例にこ

のような除外規定がある場合には条例違反とはならないと考えられる。 

ただし、幼児児童生徒等、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を

不当に侵害することのないよう十分な配慮の下、必要な限度で行わなければなら

ないので留意すること。 

また、当該情報提供は、虐待防止法第 13 条の４の規定に基づくものであるた

め、同規定の趣旨に沿って行われる限り、刑法（明治 40 年法律第 45 号）や関係

資格法で設けられている守秘義務規定に抵触するものではないことに留意され

たい。 

 

（３） 市町村が学校・保育所等から受けた定期的な情報提供の内容について、協議会

の実務者会議及び個別ケース検討会議において情報共有を図ろうとする際は、市

町村において、学校・保育所等から提供のあった情報の内容を吟味し、情報共有

すべき内容を選定の上、必要な限度で行うこと。 

また、協議会における幼児児童生徒等に関する情報の共有は、幼児児童生徒等

の適切な保護又は支援を図るためのものであり、協議会の構成員及び構成員であ

った者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならないこととされているので、このことに十分留意し、協議会の適切な運営を

図ること。 

 

 

１０ その他 

 

  市町村等が学校・保育所等以外の関係機関に状況確認や見守りの依頼を行った場合

にも、当該関係機関との連携関係を保ち、依頼した後の定期的な状況把握に努めるも

のとする。 
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児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号） 

 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の

医療、福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯

科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の

医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する

福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の

状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、そ

の保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資

料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童

相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、

かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただ

し、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その

保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない。 

（参考） 
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障障発 0228 第１号 

平成 31 年２月 28 日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 御中 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

障害児通所支援事業所における緊急時の対応について 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

本日、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相

談所への定期的な情報提供について」（平成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子

育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、社会・

援護局障害保健福祉部長連名通知）及び「児童虐待防止対策に係る学校等・教育委

員会等と市町村・児童相談所との連携の強化について」（平成 31 年 2 月 28 日付け

内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ど

も家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を発出し、市町村又は児童

相談所への児童虐待防止に係る資料及び情報の提供を行う施設について、障害児通

所支援事業所も対象としたところです。 

両通知において、緊急時の対応として、「なお、障害児通所支援事業所におけるこ

れらの取扱いは、原則として当該障害児通所支援事業所をほぼ毎日利用している幼

児児童生徒等を想定しているが、障害児通所支援事業所の利用頻度が低い又は利用

が不定期である幼児児童生徒等については、本取扱いに準じた取扱いとすることと

し、具体的な内容については、別途お示しする。」としていたところですが、具体的

な内容は下記のとおりですので、都道府県におかれては管内市町村及び管内市町村

所管の障害児通所支援事業所に、指定都市及び児童相談所設置市にあっては、管内

の障害児通所支援事業所に、それぞれ周知の上、取扱いに遺漏なきようよろしくお

取り計らい願います。 

周知にあっては、各障害児支援担当部局と十分に連携の上実施いただくよう願い

ます。  

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であり、内容について子ども家庭局と協議済みであることを申し添

えます。 
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記 

 

 

 

 障害児通所支援事業所において、障害児支援利用計画上利用が予定されてい

た幼児児童生徒等が、その理由の如何にかかわらず、利用の予定されていた日

に欠席し、当該欠席日から数えて休業日を除き７日以上の間、当該幼児児童生

徒等の状況を把握できない場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、

速やかに市町村等に情報提供すること。 

ただし、保護者以外の者から当該幼児児童生徒等の状況が把握できた場合

（保育所等と併行通園をしている場合の保育所等への確認等）は上記の取扱い

をしないことができる。 

 

以上 

 

- 263 -



６ 障害支援区分の認定について

（１）障害支援区分の適切な認定の推進について

障害支援区分については、社会保障審議会障害者部会等において、審査判定

実績の地域差が見られるため、その要因を分析し、必要な改善策を検討すべき

等の指摘があったことを受け、国において制度の運用における実態・課題を把

握するための調査研究を実施しているところであるが、認定調査の記載にばら

つきがある、市町村審査会において運用上適切でない根拠に基づき区分変更を

行う等の実態がなお見られる。

平成 31 年度も引き続き、市町村の個別の認定状況の調査や、市町村審査会

の訪問を通じて実態把握や助言を行う事業を実施する予定であるので、ご理解

とご協力をお願いしたい。

また、障害支援区分の適切な運営のためには、制度の趣旨や障害への理解を

深めた上で、法令等の規定に従って認定調査及び審査判定を行うことが重要で

ある。

管内市区町村に対し、法令の規定や制度の趣旨・運用についてあらためて周

知し、認定事務を遺漏なく実施できる体制の整備を徹底いただくとともに、都

道府県研修会への積極的な参加を呼びかけ、認定調査員及び市町村審査会委員

の理解促進に努めるようお願いしたい。

なお、国においても、平成 31 年度、都道府県担当者を対象にした研修を実

施する予定である。決定次第、事務連絡等でお示しする。

また、平成 31 年 4 月目途に都道府県研修担当者が研修を行う際の既存の通

知及びマニュアル等に記載された内容を分かりやすくポイント整理した資料

を自治体あてに送付する予定であるので、ご活用いただきたい。

（２）障害支援区分判定ソフト 2014 の改元対応について

平成 31 年 4 月の新元号公表に伴い、障害支援区分管理事業 Web サイト上に

改元対応修正モジュールを公開する予定である。ダウンロード方法は、準備が

整い次第、事務連絡でお知らせしたい。
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【資料１－②】 

 

障害保健福祉関係主管課長会議 

資料補足（通知関係） 



事 務 連 絡  

平成 31 年３月８日 

 

指定共同生活援助事業所   管理者 様 

指定障害者支援施設     施設長 様 

指定福祉型障害児入所施設  施設長 様 

（指定都市・中核市を除く） 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部   

障害福祉課   

 

 

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算の経過措置の終了について 

 

日頃から本県の障害福祉施策の推進に格段の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 27 年度報酬改定により、重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算（以下

「重度障害者支援加算等」という。）については、「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」・

「行動援護従事者養成研修」・「重度訪問介護従事者養成研修行動支援過程」及び「強度行動障害支

援者養成研修（実践研修）」（以下「強度行動障害支援者養成研修等」という。）の修了者の配置が

算定要件とされたところですが、施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設においては、

当該研修を修了していない場合であっても、今後の研修受講計画を作成している場合については、加

算の対象とする経過措置が設けられておりました。 

この度、当該経過措置については、予定どおり、平成 31 年３月 31 日をもって終了となりますので、

ご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

重度障害者支援加算等に係る変更点 

（指定共同生活援助事業所・指定障害者支援施設・指定福祉型障害児入所施設に限る。） 

平成 31 年３月 31 日まで 平成 31 年４月～ 

強度行動障害支援者養成研修等の修了者を配置

していない場合であっても、今後の研修受講計

画を作成している場合は、加算の対象とする。 

強度行動障害支援者養成研修等の修了者を配置

しなければ、加算を算定できない。 

 

 

問合せ先 

事業支援グループ 

小西、中島 

電 話 045-210-4732（直） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051 

施設指導グループ 

小谷、佐藤、長澤 

電 話 045-210-4724（直） 

1



事  務  連  絡 

平成 31 年２月 27 日 

 

都道府県 

各 指定都市  障害保健福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 

                 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了について 

 

 

 平素より、障害保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚

生労働省告示第五百二十三号）及び児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算

定に関する基準（平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号）の平成 27年度改正により、重

度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算（以下「重度障害者支援加算等」という。）

については、「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」及び「強度行動障害支援者養成研

修（実践研修）」の研修修了者が算定要件とされました。そのうち、施設入所支援、共同生活

援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害者支援加算等の算定要件については、平成 30 年３

月 31 日まで当該研修を修了しているものとみなす規定（別紙参照。以下「経過措置」という。）

を設けることとされました。 

当該経過措置については、当該研修の受講状況等を踏まえて１年間延長したところであり、

今年度末（平成 31 年 3 月 31 日）をもって終了することとされております。そのため、当該

経過措置終了後の来年度以降においては、当該研修を修了していない場合は、施設入所支援、

共同生活援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害者支援加算等の加算要件を満たさないこ

ととなりますが、当該研修の実施については、「平成 30 年度強度行動障害支援者養成研修事

業実施状況調査について(依頼)」（平成 30年 10 月５日付け厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課事務連絡）において、全国の状況を把握したところ、別添の状況にあり、

経過措置対象者に対して研修修了が全国的に見込まれることから、予定どおり当該経過措置

については終了することといたします。 

つきましては、各都道府県におかれましては、上記の旨、周知を図っていただき、引き続

き研修の円滑な実施について特段の御協力、御配慮をお願いいたします。 

 

 

【照会先】 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課福祉サービス係 

電話：03－5253－1111（内線 3091） 

FAX ：03－3591－8914 
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別 紙 

○厚生労働大臣が定める施設基準（平成十八年厚生労働省告示第五百五十一号） 

三 指定施設入所支援等の施設基準 

イ・ロ （略） 

ハ 介護給付費等単位数表第９の３の重度障害者支援加算のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)

を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準 

次の⑴及び⑵のいずれにも該当する指定障害者支援施設等であること。 

⑴ （略） 

⑵ 指定障害者支援施設等の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修（実践研修）（居宅

介護従業者基準別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。）の課程を修了し、

当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。ただし、平成三十一年三月三十一日

までの間は、平成二十七年三月三十一日において障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成二十七年厚生労働省

告示第百五十三号）による改正前の介護給付費等単位数表第９の３のロの重度障害者支

援加算(Ⅱ)の算定を受けている指定障害者支援施設等において、強度行動障害支援者養

成研修（実践研修）の受講を予定している者を配置している場合は、当該基準に適合する

ものとみなす。 

 

ニ 介護給付費等単位数表第９の３の注４の加算を算定すべき指定施設入所支援等を行う

指定障害者支援施設等の施設基準 

指定障害者支援施設基準第四条又は附則第三条に規定する人員配置（介護給付費等単

位数表第６の２の人員配置体制加算を算定している場合にあっては当該加算の要件とな

る人員配置を含む。以下このニにおいて「人員配置」という。）に加え、強度行動障害支

援者養成研修（基礎研修）（居宅介護従業者基準別表第五に定める内容以上の研修をいう。

以下同じ。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した

旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置していること。ただし、平成三十一年三月三

十一日までの間は、平成二十七年三月三十一日において障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件による改正前の介護

給付費等単位数表第９の３のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を受けている指定障害

者支援施設等において、人員配置に加え、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の受

講を予定している者を配置している場合は、当該基準に適合するものとみなす。 

以下（略） 

 

七 指定共同生活援助の施設基準 

イ 介護給付費等単位数表第 15 の１の６の重度障害者支援加算を算定すべき指定共同生

活援助事業所（指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項に規定する指定共同生活援
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助事業所をいう。以下同じ。）の施設基準 

次の⑴から⑶までのいずれにも該当する指定共同生活援助事業所であること。 

⑴ （略） 

⑵ 指定共同生活援助事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支

援者養成研修（実践研修）又は第二号研修（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭

和六十二年厚生省令第四十九号）附則第四条に規定する第二号研修をいう。以下この号

及び第七号の二において同じ。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該

研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シートを

作成すること。ただし、平成三十一年三月三十一日までの間は、強度行動障害支援者養

成研修（実践研修）又は第二号研修の受講を予定している者を配置している場合は、当

該基準に適合するものとみなす。 

⑶ 指定共同生活援助事業所の生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修（基礎研修

）又は第三号研修（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第四条に規定する第三号

研修をいう。以下同じ。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の

課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（以下この⑶において「研修修了者」とい

う。）の割合が百分の二十以上であること。ただし、平成三十一年三月三十一日までの

間は、生活支援員のうち、研修修了者の割合が百分の十以上、かつ、強度行動障害支援

者養成研修（基礎研修）又は第三号研修の受講を予定している者の割合が百分の十以上

である場合は、当該基準に適合するものとみなす。 

以下（略） 

 

 

○厚生労働大臣が定める者（平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号） 

十四 介護給付費等単位数表第９の３の注４の厚生労働大臣が定める者 

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者

から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（平成三十一年三月三十一日

までの間は、平成二十七年三月三十一日において障害者の日常生活及び社会生活に基づく

指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する

基準の一部を改正する件（平成二十七年厚生労働省告示第百五十三号）による改正前の介

護給付費等単位数表第９の３のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を受けている指定障害

者支援施設において、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の受講を予定している者

にあっては当該研修を修了しているものとみなす。） 

 

 

○厚生労働大臣が定める施設基準（平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号） 

十四 （略） 

イ・ロ （略） 

ハ 福祉型障害児入所施設の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の課

程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交

付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。ただし、平成三十一
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年三月三十一日までの間は、平成二十七年三月三十一日において児童福祉法に基づく指

定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成二十七年厚

生労働省告示第百六十九号）による改正前の入所給付費単位数表第１の１の福祉型障害

児入所施設給付費の注７の強度行動障害児特別支援加算の算定を受けている指定福祉型

障害児入所施設において、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）の受講を予定して

いる者を配置している場合は、当該基準に適合するものとみなす。 

以下（略） 
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事 務 連 絡 

平成 31 年３月８日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害児支援担当 御中 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

障害福祉課障害児・発達障害者支援室 

 

2019 年 4 月以降の放課後等デイサービス事業所及び 

児童発達支援事業所の報酬区分の適用について 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

平成 30 年７月 26 日付け事務連絡「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取

組」において、「なお、平成 31 年度の報酬区分を決定するに当たっては、30 年 10

月１日から 31 年３月末までの６か月の延べ利用児童数の実績に基づいて報酬区分

を適用することとし、31 年４月末までに届出があった場合には、４月のサービス提

供分から新たな報酬区分を適用することを想定しており、その具体的な運用につい

ては今後改めて連絡する予定である。」としていたところですが、その具体的な取

扱は以下の通りとしますので、市町村及び事業所への周知方よろしくお願いいたし

ます。 

 

記 

 

（2019 年 4 月以降の報酬区分の適用について） 

① 2018 年 10 月１日から 2019 年３月末までの６か月の延べ利用児童数の実績

に基づいて、2019 年４月以降の報酬区分を判断すること。 

② 2019 年４月末までに届出があった場合には、４月のサービス提供分から新た

な報酬区分を適用すること。 

 

なお、上記の②については、児童発達支援事業所における「主に小学校就学前

の障害児に対し指定児童発達支援を行う事業所」としての報酬区分の判断にあた

っても同様とする。 

 

以上 
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障障発 0314 第１号 

平成 31 年３月 14 日 

 

  都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 

障害保健福祉部障害福祉課長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

本年４月 27 日から５月６日までの 10 連休における障害福祉サービス 

等提供体制の確保に関する対応について 

 

 障害福祉行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 昨年 12 月 14 日に天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日と

する法律（平成 30 年法律第 99 号）が公布・施行されたことに伴い、本年４月

27 日から５月６日までの間については、10 日間連続の休日（以下「10 連休」と

いう。）となることが決定されました。 

当該法律に係る国会の附帯決議の趣旨等を踏まえ、10 連休においても障害児

者の生活に支障を来すことのないよう、必要な障害福祉サービス等を確保する

ことが重要であることから、10 連休における対応について下記のとおり整理し

ましたので、御了知の上、貴管内の市町村に対し適切に周知いただくとともに、

対応に遺漏なきようお願いします。 

なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 10 連休に向けた対応について 

  休日等（日曜並びに国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に

定める国民の祝日及び国民の休日をいう。以下同じ。）に常態的に障害福祉サ

ービス等を必要とする障害児者については、通常、休日等に障害福祉サービス

等を提供している事業所等が、今般の 10 連休においても同様に対応すること

が想定される。 
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一方で、障害児の監護を行う者や障害者の介護を行う者が、通常の休日等に

は勤務を必要としないものであっても、今般の 10 連休においては、休日が長

期にわたることから出勤が必要となる場合等が想定される。 

このような場合等については、休日等に常態的に障害福祉サービス等を必要

としない障害児者が一時的に障害福祉サービス等を必要とする場合の対応と

同様に、利用者の意向や家族の状況、事情等を勘案し、適時適切な障害福祉サ

ービス等により対応することとなる。 

ただし、今般の 10 連休においては、通常の休日等よりも多くの一時的な障

害福祉サービス等のニーズが生じる可能性があることから、地域の実情に応じ

て、サービスを確保できるよう、遺漏なき対応を図られたい。具体的には、例

えば、以下のような対応が考えられるので、各自治体において御検討をお願い

したい。 

 

（例） 

 ① 相談支援事業者等と連携し、10 連休中の障害福祉サービス等のニーズに

ついて把握する。 

 ② 障害福祉サービス等のニーズに合わせ、10 連休中も各事業所等の実情に

基づき開所を検討するよう、事業者に要請する。 

 ③ 10 連休中に休業する事業所等に対し、利用者が必要な障害福祉サービス

等を受けられるよう、必要に応じて事前に調整しておくことを要請する。 

 

 

２ 10 連休中に開所する事業所等について 

  10 連休中に開所する事業所等の報酬の取扱いについては、通常の休日等と

同様の取扱いとする。 

  なお、10 連休へ向けた報酬の請求に関する留意事項については、別途企画

課から事務連絡を発出予定である旨申し添える。 

また、10 連休中に事業所等が運営規程に定める営業日以外の日に開所する

場合には変更の届出は不要とする等、開所日・開所時間については、今回の連

続休暇の特殊性に鑑み、柔軟な御対応をお願いする。 

ただし、10 連休に限り特別に開所する事業所については、労働基準関係法

令等の違反とならないよう、助言・指導されたい。（別紙参照） 
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